
 

 

（ベトナム国） 

 

 

 

 

ベトナム国 

簡易分析法によるダイオキシン類の

環境モニタリング促進に向けた 

案件化調査（中小企業支援型） 

 

業務完了報告書 

 

 
 

 

 

2022 年 8 月 

 

 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

 

 

株式会社日吉 
 
  

関西セ 
JR 

22-006 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

＜本報告書の利用についての注意・免責事項＞ 

・本報告書の内容は、JICA が受託企業に作成を委託し、作成時点で入手した情報に基づくもの

であり、その後の社会情勢の変化、法律改正等によって本報告書の内容が変わる場合がありま

す。また、掲載した情報・コメントは受託企業の判断によるものが含まれ、一般的な情報・解

釈がこのとおりであることを保証するものではありません。本報告書を通じて提供される情報

に基づいて何らかの行為をされる場合には、必ずご自身の責任で行ってください。 

・利用者が本報告書を利用したことから生じる損害に関し、JICA 及び受託企業は、いかなる責

任も負いかねます。 

<Notes and Disclaimers>  

・This report is produced by the trust corporation based on the contract with JICA. The contents 

of this report are based on the information at the time of preparing the report which may differ 

from current information due to the changes in the situation, changes in laws, etc. In addition, 

the information and comments posted include subjective judgment of the trust corporation. 

Please be noted that any actions taken by the users based on the contents of this report shall 

be done at user’s own risk. 

・Neither JICA nor the trust corporation shall be responsible for any loss or damages incurred 

by use of such information provided in this report. 



 

 

写真 
 

 

 
 
  

写真 1. 科学アカデミー･研究技術移転センタ

ーへのヒアリング調査（2020 年 12 月 8 日） 
写真 2. ホーチミン市分析サービス･試験セン

ターへのヒアリング調査（2020 年 12 月 16 日） 

写真 3. 科学技術省科学技術･発明センターへ

のヒアリング調査（2020 年 12 月 17 日） 

写真 4. MARD 農林水産品品質検査･認証･コ

ンサルティングセンターへのヒアリング調査

（2021 年 1 月 6 日） 

写真 5. MONRE 北部環境モニタリングセン

ターへのヒアリング調査（2021 年 1 月 7 日） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

写真 6. 保健省労働環境健康研究所へのヒアリング調査（2021 年 1 月 12 日） 

写真 7. MONRE 環境総局へのヒアリング調査（2021 年 4 月 7 日） 

写真 7. MARD 農林水産品品質管理局カ

ントー支局（NAFIQAD-6）へのヒアリン

グ調査（2021 年 4 月 15 日） 

写真 8. 同上カントー支局の分析施設

（2021 年 4 月 15 日） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 9. 農業農村開発省

RETAQセンターでのミニ

セミナー（2022 年 2 月 23
日） 

写真 10. 天然資源環境省

NCEM でのミニセミナー

（2022 年 3 月 9 日） 

写真 11. 科学技術アカデ

ミーCRETECH でのミニ

セミナー（2022 年 3 月 22
日） 



 

 

目 次 

 

地図 ................................................................................................................................................. i 
図表リスト ....................................................................................................................................  i 
略語表 ..........................................................................................................................................  ii 
要約（和文） ................................................................................................................................ iv 
案件概要図（和文） ...................................................................................................................  vi 
 

はじめに 

１ 調査名 ..................................................................................................................................... 1 
２ 調査の背景 ...........................................................................................................................  1 
３ 調査の目的 ...........................................................................................................................  1 
４ 調査対象国･地域 .................................................................................................................... 1  
５ 契約期間、調査工程 .............................................................................................................  1 
６ 調査団員の構成 ....................................................................................................................  5 
 

第１ 対象国･地域の開発課題 

１ 対象国・地域の開発課題 ........................................................................................................ 7 
（１）開発課題の状況.............................................................................................................. 7 
（２）開発課題の背景･原因 .................................................................................................. 10 

２ 当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等 .............................................................. 11 
（１）関連する政策、法令 .................................................................................................... 11 
（２）高度な分析能力のある機関 ......................................................................................... 13 
（３）環境モニタリングの体制と機関 .................................................................................. 13 
（４）公定法の制定に関わるプロセス .................................................................................. 15 

３ 当該開発課題に関連する我が国の開発協力方針 ................................................................. 16 
４ 当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析 ........................................ 16 

（１）我が国の ODA 事業 ........................................................................................................ 16 
（２）他ドナーの先行事例分析 ............................................................................................. 17 
 

第２ 提案法人、製品・技術 

１ 提案法人の概要 .................................................................................................................... 17 
（１）企業情報 ...................................................................................................................... 17 
（２）海外ビジネス展開の位置づけ ...................................................................................... 18 

２ 提案製品･技術の概要 ........................................................................................................... 18 
（１）製品･技術の特長.......................................................................................................... 18 
（２）製品・技術のスペック・価格 ...................................................................................... 20 
（３）製品・技術における特許 ............................................................................................. 20 
（４）国内外の販売実績 ........................................................................................................ 21 
（５）ターゲット市場（対象国を含まない） ....................................................................... 21 

３ 提案製品・技術の現地適合性 .............................................................................................. 22 
（１）技術面 .......................................................................................................................... 22 
（２）制度面 .......................................................................................................................... 31 

４ 開発課題解決への貢献可能性 .............................................................................................. 33 
 

第３ ODA 事業計画／連携可能性 

１ ODA 案件化の内容／連携可能性 ............................................................................................ 33 
（１）普及･実証･ビジネス化事業 ......................................................................................... 33 
（２）PDM（Project Design Matrix） ................................................................................ 34 
（３）投入 .............................................................................................................................. 35 



 

 

（４）実施体制図 ................................................................................................................... 35 
（５）活動計画・作業工程 .................................................................................................... 36 
（６）事業額の概算 ............................................................................................................... 36 
（７）C/P 候補の機関組織と協議状況 ................................................................................... 36 
（８）他 ODA 事業との連携可能性 ......................................................................................... 38 

２ 新規提案 ODA 事業の実施/既存 ODA 事業との連携における課題･リスクと対応策 ............... 38 
（１）制度面にかかる課題･リスクと対応策 ......................................................................... 38 
（２）インフラ面にかかる課題･リスクと対応策 .................................................................. 38 
（３）C/P 体制面にかかる課題･リスクと対応策 ................................................................... 39 
（４）その他の課題･リスクと対応策 .................................................................................... 39 

３ 環境社会配慮等 .................................................................................................................... 39 
４ ODA 案件事業実施/連携を通じて期待される開発効果 ......................................................... 39 
 

第４ ビジネス展開計画 

１ ビジネス展開計画の概要 ...................................................................................................... 39 
２ 市場分析 ............................................................................................................................... 40 

（１）市場の定義、規模（対象国における） ....................................................................... 40 
（２）ビジネスの実施体制 .................................................................................................... 46 
（３）競合分析、他社製品との比較優位性 ........................................................................... 46 

３ バリューチェーン ................................................................................................................. 47 
（１）当面 5年のビジネス .................................................................................................... 47 
（２）公定法化への協力 ........................................................................................................ 47 

４ 進出形態とパートナー候補 .................................................................................................. 48 
（１）進出形態 ...................................................................................................................... 48 
（２）パートナー候補............................................................................................................ 48 

５ 収支計画 ............................................................................................................................... 48 
（１）収支予測 ...................................................................................................................... 48 
（２）投資計画、事業化スケジュール .................................................................................. 49 

６ 想定される課題･リスクと対応策 ......................................................................................... 50 
（１）法制度面の課題･リスクと対応策 ................................................................................ 50 
（２）ビジネス面の課題･リスクと対応策 ............................................................................. 50 
（３）政治･経済面の課題･リスクと対応策 ........................................................................... 51 
（４）その他の課題･リスクと対応策 .................................................................................... 51 

７ ビジネス展開を通じて期待される開発効果 ......................................................................... 51 
８ 日本国内の地元経済・地域活性化への貢献 ......................................................................... 52 

（１）関連企業、産業への貢献 ............................................................................................. 52 
（２）その他関連機関への貢献 ............................................................................................. 52 

参考文献 ...................................................................................................................................... 52 
要約（英文） ............................................................................................................................... 54 
案件概要図（英文） .................................................................................................................... 55 
 

別添資料 

別添１ 調査工程詳細表 ............................................................................................................. 57 
別添２ 業務従事計画・実績表 .................................................................................................. 58 
別添３ その他資料 

別添 3.1 ベトナムのダイオキシン類の規制に関わる法令類 ................................................ 59 
別添 3.2 主要な議事メモ ....................................................................................................... 63 
別添 3.3 ビデオの構成と内容 ............................................................................................. 100 
別添 3.4 オンライン･ミニセミナーの質疑議事録 ............................................................... 112 

 



 

i 
 

地図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表リスト 
 

図表タイトル ページ 
図 I. 調査の指示系統図 5 
図 1.1  HR-GC/MS（提案法人の分析室） 8 
図 1.2  MONRE の環境総局と環境モニタリング機関 14 
図 2.1 従来法とケイラックス法の特徴 18 
図 3.1 普及･実証･ビジネス化事業の実施体制 35 
図 4.1 想定するビジネス展開計画の概要（ケイラックス・ビジネス） 40 
図 4.2 DXN 類分析ビジネスのバリューチェーン 47 
  
表 I. 調査工程 2 
表 II. 調査団員の構成 6 
表 1.1 DXN 類の公定法における日本／ベトナムの比較一覧 9 
表 1.2 DXN 類の分析が可能な機関 13 
表 1.3  DXN 類の環境モニタリングにおいて認証された分析機関と対象物質 15 
表 1.4 関連する ODA 事業 16 
表 2.1  DXN 類分析の従来法と簡易測定法の機能比較 19 
表 2.2  従来法とケイラックス法の検査期間･価格の比較 20 
表 2.3  ケイラックス法によるビジネス形態とのその価格 20 
表 2.4 研究･分析機関で行った聴取のまとめ 24 
表 2.5 オンライン･ミニセミナーでの現地参加者の主な質問、コメント 29 
表 3.1 PDM の内容 34 
表 3.2 関係機関とその役割 35 
表 3.3 普及･実証･ビジネス化事業のスケジュール案 36 
表 3.4 C/P 候補機関 37 
表 3.5 これまでの取組 37 
表 3.6 関連する実施中の ODA 事業 38 
表 4.1 DXN 類分析の検体数と価格 41 
表 4.2 ベトナムでの DXN 類の分析市場規模 43 
表 4.3 ケイラックス･ビジネスの事業計画 49 

  

ベトナム 



 

ii 
 

略語表 

略語 フル表記 邦訳 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

CASE 
Center of Analytical Services and 
Experimentation, Ho Chi Minh City 

ホーチミン市分析・試験センタ

ー 

CEM Environmental Monitoring Center 環境モニタリングセンター 

C/P counterpart カウンターパート 

CRETECH 
Center for Research and Technology 
Transfer 

研究･技術普及センター 

DONRE 
Department of Natural Resources and 
Environment 地方天然資源環境局 

DOST Department of Science and Technology 地方科学技術局 

DXN Dioxin ダイオキシン 

ESIA 
Environmental and Social Impact 
Assessment 

環境社会配慮 

HR-GC/MS 
High Resolution Gas Chromatograph Mass 
Spectrometer 

高分解能ガスクロマトグラフ

質量分析計 

ICD International Cooperation Department 国際協力局 

JETRO Japan External Trade Organization 
独立行政法人･日本貿易振興機

構 

MARD 
Ministry of Agriculture and Rural 
Development 

農業農村開発省 

MOH Ministry of Health 保健省 

MONRE 
Ministry of Natural Resources and 
Environment 

天然資源環境省 

MOST Ministry of Science and Technology 科学技術省 

MoU Memorandum of Understanding 覚え書き 

NAFIQAD 
National Agro-Forestry-Fisheries Quality 
Assurance Department 

農林水産物品質管理局 

NCEM 
Northern Center for Environmental 
Monitoring 

北部環境モニタリングセンタ

ー 

NIOEH 
National Institute of Occupational & 
Environmental Health 労働環境健康研究所 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マト

リックス 

POPs Persistent Organic Pollutants 残留性有機汚染物質 

QCVN 
ベトナム語Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia 
Việt Nam 

ベトナム国家技術基準 

RETAQ 
Reference Testing & Agrifood Quality 
Consultancy Center 

農林水産品品質検査･認証･コ

ンサルティングセンター 

SATREPS 
Science and Technology Research 
Partnership for Sustainable Development 

地球規模課題対応国際科学技

術協力 



 

iii 
 

SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 

STAMEQ 
Directorate for Standards, Metrology and 
Quality 規格･計量･品質総局 

TCVN 
ベトナム語 Tiêu Chuẩn quốc gia Việt 
Nam 

ベトナム国家標準 

TEF Toxic Equivalency Factor 毒性等価係数 

TEQ Toxic Equivalent 毒性等量 

US-AID 
United States Agency for International 
Development 

米国国際開発庁 

US-EPA 
United States-Environmental Protection 
Agency 合衆国環境保護庁 

VAST 
Vietnam Academy of Science and 
Technology ベトナム科学・技術アカデミー 

VEA Vietnam Environmental Administration 環境総局 

VISTI 
Vietnam Institute of Science Technology 
and Innovation 科学技術･発明センター 

 
 
 
  



 

iv 
 

要約 
 
Ⅰ．調査要約 

1. 案件名： 

簡易分析法によるダイオキシン類の環境モニタリング促進に向けた案件化調

査（中小企業支援型） 
SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for Promotion of 
Environmental Monitoring of Dioxins by Screening Assay 

2. 対象国･地域 ベトナム社会主義共和国・ハノイ､ホーチミンおよびハノイ近隣の複数の省 

3. 本調査の要約 

簡易分析法によるダイオキシン(DXN)類の環境モニタリング促進に関する案

件化調査。提案者は DXN 類の簡易分析法であるケイラックス法を公的･民

間分析機関に普及するビジネスを計画している。その市場性と公定法化の

道筋、効果的な販売体制を調査しビジネスモデルを策定するとともに、そ

のモデルが ODA と連携してベトナム国の DXN 類分析能力の向上とモニタ

リング体制の整備改善へ貢献する実現性を検討する。 

4. 提案製品・技術の

概要 

提案技術のケイラックス法は、生物材料を用いた DXN 類簡易分析法の 1 つ

であり、従来の高額で高度な機器分析法よりも仕組みや測定操作が簡便で、

約 1/4 の分析時間、約 1/3 の分析費用で測定できる。様々な検体（環境、食

品、飼料など）にも対応でき、米国、日本では公定法、EU、台湾ではスクリ

ーニング手法として認定されている技術である。 

5. 想定するビジネ

ス展開計画 

・顧客は公的･民間分析機関。現地代理店による分析キット･装置販売等のス

ポット型から始め、これら分析機関との長期のライセンス契約型に繋げる。

需要の底上げを図るため規制対象者（工場など）に、簡易法の認知の拡大を

図る。 
・同簡易法の公定法化が必要であり、上記に並行して国立の分析機関と協力

して実証試験を行い、政府機関に申請する。 

6. ビジネス展開に

よる対象国･地域へ

の貢献 

・SDGs ターゲットは、⑪都市、③健康、⑥水・衛生。 
・簡易測定法の公定法化が促進される。それが公定法化されれば、DXN 類の

分析機関が増加し、分析単価が安価になるので規制対象者は費用負担が軽減

される。結果、DXN 類のモニタリング実施件数が増加することが期待される。

それによって、MONRE が実効性の高い環境モニタリング体制に改善するこ

とが可能となり、POPs 条約に基づくインベントリー、モニタリング体制の充

実化が促進される。 

7. 本事業の概要  

①  目的 
提案企業の DXN 類簡易分析法･ケイラックスの導入によるベトナム国での

開発課題の解決の可能性及びビジネスアイデアや ODA 事業での活用可能性

の検討を通して、ビジネスモデルを策定する。 

② 調査内容 

1. DXN 類モニタリングの法的規制、運用の実態、予算や分析機関の能力、

2. 現地でのケイラックス法の紹介、その公定法化の手続き、3. 投資環境、

4. 市場性に関わる分析機関のニーズ、DXN 類排出の規制対象者の実情、ケ

イラックス法の現地販売代理店の発掘、5. 競合他社の実情、6. ODA 事業計

画の立案。 

③ 本事業実施体制 
提案企業：(株)日吉 
外部人材：株式会社 KANSO テクノス、JNK Co., Ltd 、国立環境研究所など 

④ 履行期間 2020 年 11 月～ 2022 年 9 月（23 ヶ月） 

⑤ 契約金額 15,333 千円（税込み） 
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Ⅱ．提案法人の情報 

1. 提案法人名 株式会社日吉 

2. 代表法人の業種 ④サービス業 
3. 代表法人の代表

者名 
代表取締役社長・村田弘司 

4. 代表法人の本社

所在地 
滋賀県近江八幡市北之庄町 908 番地 

5. 代表法人の設立

年月日 
1958 年 12 月 23 日 

6. 代表法人の資本

金 
2,000 万円 

7. 代表法人の従業

員数 
315 名 

8. 代表法人の直近

の年商（売上高） 
700,634 万円 
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はじめに 

 

1．調査名 

ベトナム国簡易分析法によるダイオキシン類の環境モニタリング促進に向けた案件化調査（中

小企業支援型） 

2．調査の背景 

ベトナムにおいては、ダイオキシン類（以下、DXN 類とする）はアメリカ戦争時に散布された枯

葉剤に含まれていた残留性有機汚染物質（POPs）として土壌中の残留汚染が問題になってきたが、

さらに近年では、同国の急速な経済発展に伴い、次の問題が現れている。 

a) 工場・事業場から排出される排ガスや排水中の DXN 類汚染 

b) 土壌や水が DXN類に汚染された環境下で栽培・飼育された農水産物に含まれる DXN 類が食

の安全・安心に及ぼす影響 

ベトナム政府は POPs 条約の行動計画に基づいて、2000 年以降に DXN 類に対処するキャパシテ

ィビルディングを積極的に行い、体制と能力の一定の基盤を築き上げており、DXN 類のモニタリン

グ測定の規制も強めている。しかし現状では、環境中の DXN 類を継続的に観測するという環境モ

ニタリングが十分には実施されておらず、その原因は、次に帰すると考えられる。 

① 現在の DXN 類分析の公定法には、分析装置が高額で高度な分析技術を必要とする「従来法

（HR-GC/MS 分析計法）」しかない。 

② DXN 類分析の公定法化の対象物が土壌･堆積物にしかなく、産業活動の排気ガス、大気、水、

食品、生体などベトナムの人々の日常生活環境に深く関わる事象がまだ対象になっていない。 

③ 現在ベトナムにおいて DXN 類分析を実施できる機関は、MONRE 内の NCEM を含む 4 つの公的

機関と非常に少ない。 

④ DXN 類を含む環境モニタリングの実施を規定する法令はあるが、それを実際に運用する強制

力（罰則など）や体制が十分に機能していない。 

⑤ 簡易測定法である生物検定法が認知されておらず、その実証と従来法との整合性検証がされ

ていない。 

提案技術のケイラックス法は、生物材料を用いた DXN 類簡易分析法の 1 つであり、従来の高額

で高度な機器分析法よりも仕組みや測定操作が簡便で、約 1/4 の分析時間、約 1/3 の分析費用で

測定できる。様々な検体（環境、食品、飼料など）にも対応でき、米国、日本では廃棄物を対象と

した公定法として、EU、台湾ではスクリーニング手法として認定されている技術である。従って、

提案法人のビジネスはベトナム国での上記の問題解決に貢献できる可能性がある。 

3．調査の目的 

提案法人の DXN 類簡易分析法･ケイラックスの導入によるベトナム国での開発課題の解決の可

能性及びビジネスアイデアや ODA 事業での活用可能性の検討を通して、ビジネスモデルを策定す

る。 

4．調査対象国･地域 

ベトナム社会主義共和国・ベトナム国ハノイ(Hanoi)市、ホーチミン（Ho Chi Minh）市、クア

ンニン(Quang Ninh)省、ハイフォン市（Hai Phong）、ビンフック(Vinh Phuc)省、ハナム(Ha Nam)

省、バッニン(Bac Ninh)省、フンエン(Hung Yen)省 

5．契約期間、調査工程 

2020 年 11 月～ 2022 年 9 月（23 ヶ月） 

調査工程は表 I.に示す通りである。 
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表 I. 調査工程  （●は出席。日本側はオンラインで接続。 日:日吉、J:JNK、K：KANSO） 

 

 日付 都市 訪問目的 訪問先 主な面談者 日 J K 

1 
2020/12/10 

（木） 
ハノイ 

関係部署の紹介依

頼 

天然資源環境

省 (MONRE) 

国際協力局（ICD） 上級管理官  ●  

2 
2021/1/7 

（木） 
ハノイ ヒアリング調査 

北部環モニタリングセンター

（NCEM） 環境・DXN・有毒物

分析室 

・副室長 

・DXN分析チーム長  
● ● ● 

3 
2021/4/7 

（水） 
ハノイ ヒアリング調査 環境総局(VEA) 

･副総局長 

･NCEMセンター長ほか3名 
● ● ● 

4 
2022/3/9 

(水） 
ハノイ 

ミニセミナー（オンラ

イン形式） 

北部環モニタリングセンター

（N-CEM） 

・副センター長 

・分析室副室長、ほか6名 
● ● ● 

5 
2020/12/8 

（火） 
ハノイ ヒアリング調査 

ベトナム科学技

術アカデミー 

(VAST) 

研究技術普及センター 

(CRETECH) 

・副センター長(国際担当) 

・DXN研究室副室長ほか2名（DXN研

究員） 

● ● ● 

6 
2022/3/22 

(火） 
ハノイ 

ミニセミナー（オンラ

イン形式） 

研究技術普及センター 

(CRETECH) 

・DXN類分析室員 

・バイオテクノロジー研究所員2名 
● ● ● 

7 
2020/12/16 

(水) 
ホーチミン 

事前調整／ヒアリン

グ調査 
ホーチミン市 

科学技術局･分析試験センタ

ー(CASE) 

・研究開発部 

・営業部長 
 ●  

8 
2020/12/2 

（水） 
ハノイ 

関係部署の紹介依

頼 農業農村開発

省 (MARD) 

国際協力局 副局長  ●  

9 
2020/12/30 

（水） 
ハノイ 挨拶と事前協議 

農業産物市場開発庁

（AGROTRADE） 
副長官  ●  
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10 
2021/1/6 

（水） 
ハノイ ヒアリング調査 

農業農村開発

省 (MARD) 

農林水産物品質管理局

（NAFIQAD）／農林水産品品

質検査･認証･コンサルティン

グセンター（RETAQ) 

センター長 

検査部員2名 
● ● ● 

11 
2021/4/15 

（木） 
カントー ヒアリング調査 

NAFIQAD 6 

（カントー分析所） 

所長  

化学部長 

DXN分析官 

● ● ● 

12 
2022/2/23 

(水) 
ハノイ 

ミニセミナー（オンラ

イン） 

農林水産品品質検査･認証･

コンサルティングセンター

（RETAQ) 

センター長 

標準試験･検証部主任 

ほか2名 

● ● ● 

13 
2020/12/17 

（木） 
ハノイ ヒアリング調査 

科学技術省

(MOST) 

科学技術･発明センター

(VISTI) 

・発明技術サービスセンター長代理 

・発明部長 
● ● ● 

14 
2021/1/12 

（火） 
ハノイ 事前協議 

保健省 

(MoH) 

健康管理センター (VIHEMA)   ●  

15 
2021/2/23 

（火） 
ハノイ ヒアリング調査 

労働環境健康研究所 

（NIOEH） 

･所長兼助教授 

･副所長、 ほか研究員7名 
● ● ● 

16 
2020/12/10 

（木） 
ハノイ 

調査開始の報告と

進め方の助言 
JICA JICAベトナム事務所 

中小企業支援/環境担当 

企画調査員（環境部門） 
● ● ● 

17 
2021/3/18 

（木） 
ハノイ ヒアリング調査 現地民間企業 EATC社（民間分析会社） 

社長 

専務、ほか2名の部長 
● ● ● 

18 
2021/3/19 

（金） 
東京 ヒアリング調査 日系民間企業 

(株)清水建設 

土壌環境事業部･技術部 
部長、ほか部員1名 ●  ● 

19 
2021/4/27 

(火) 
ハノイ 

ヒアリング調査（書

面） 

国家指導委員

会 
オフィス701 担当者  ●  
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20 
2021/6/8 

(火) 
Hung Yen省 ヒアリング調査 日系民間企業 

Kankyo Environment Solutions 

(KES) 
副社長 ● ● ● 

21 
2021/6/15 

(火) 
ホーチミン ヒアリング調査 日系民間企業 (株) 中外テクノス･ベトナム 社長 ● ● ● 

22 
2021/6/17 

(木) 
ハノイ ヒアリング調査 私立大学 

Phenikka大学/生物工学･化

学･環境工学部ほか 
グループ長、ほか5名の教官･事務官 ● ● ● 

23 
2021/6/21 

(月) 
ホーチミン 

ヒアリング調査（書

面） 

外 資 系 民 間 企

業 
SGSベトナム社 担当者  ●  

24 
2021/6/29 

(火) 
ハノイ 

ヒアリング調査（書

面） 
国防省の関連 

ベトナム-ロシア熱帯研究セン

ター 
担当者  ●  

25 
2021/10/6 

(水) 
Vung Tau省 

ヒアリング調査（書

面） 
現地民間企業 Vietnam Clean Environment社 環境担当者  ●  

26 
2021/10/8 

(金) 
Bac Ninh省 

ヒアリング調査（書

面） 
現地民間企業 

Binh Nguyen Environmental 

Development社 
取締役  ●  
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6．調査団員の構成 

 団員は表 II.に、その指示系統図は図 I.に示す通りである。 

 

 

 

 

国立環境研究所 
鈴木剛（4 号） 

（技術アドバイザー､現地セミナー講演者） 

 

(株 KANSO テクノス 

沖森泰行（3 号） 

（外部人材業務の総括者/

開発課題、ESIA 分析、ODA

案件化） 

中村昌文（3 号） 
（業務主任者/ビジネス展開

計画;本邦受入活動） 

Do Thi Kim Hue (6 号) 
（調査：公定法化、現地セ
ミナー､本邦受入活動） 

川嵜悦子(5 号) 
（調査：現地適合性､現地

セミナー） 

提案法人：(株)日吉 

指示 指示 

指示 

アドバイス 

アドバイス 

アドバイス 

JNK Co. Ltd. 

岡井 満 (4 号) 

（調査：市場調査･分析、

投資リスク） 

大阪公立大学 

前田泰昭（4 号） 

（技術アドバイザー、交渉

時の支援･助言､現地セミ

ナー講演者） 
外
部
人
材 

図 I. 調査の指示系統図 

アドバイス 

JNK Co. Ltd. 

Nguyen Duy Hung (6 号) 

（調査：開発課題､現地適合性等） 

指示 指示 

指示 指示 

Phuong Nhi (現地傭人) 
（通訳、調整実務） 

指示 
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表 II. 調査団員の構成 

 

企業・団体名 役割 氏名 担当業務 

(株)日吉 

・提案者として調査業務全体を管理する。 

･調査の実施： ②技術･製品の現地適合性、公定

法化。ビジネス計画の策定、④市場調査。 

･現地セミナー、本邦研修の実施。 

中村 昌文 

･業務主任者/調査全体の統括 

･調査：④市場調査-1)分析機関､5)販売代理店； ビジネス展開計画の

策定； 本邦受入活動 

川嵜 悦子 
･調査：②現地適合性-1)技術指導とニーズ確認；現地セミナー企画； ⑥

パートナー能力 

Do Thi Kim Hue 
･調査：②現地適合性-2)公定法化の手続き課題； 現地セミナー運営；本

邦受入活動 ⑤競合他社 

(株)KANSO テ

クノス 

･外部人材の代表として(株)日吉に助言する。 

･業務の実務管理と成果品の取り纏めを行う。 

･ 調 査 の実 施 ：①開 発課 題 、③投 資リ ス ク 、

⑦ESIA 分析、 ⑧ODA 案件化。 

沖森 泰行 

 

･外部人材業務の総括者、成果品の取り纏め 

･調査：①開発課題の実施状況、⑦ESIA 分析、⑧ODA 案件化 

JNK Co. Ltd. 

･外部人材として(株)日吉に助言する。 

･外部人材として第 1 回、第 2 回調査で(株)日吉

と KANSO の調査課題を代行する。 

・実務管理の現地部分。 

岡井 満 

・アドバイザー 

･調査：③投資リスク、④市場調査-2)DXN 規制対象事業者、3)輸出企

業、4)枯れ葉剤汚染土壌地； 市場の分析 

・実務管理の現地部分 

Nguyen Duy Hung 

・調査員 

①開発課題の実施状況、②現地適合性 -2)公定法化の手続き課題､④

市場調査-1)分析機関､5) 販売代理店 

⑥パートナー候補の力量 

大阪公立大学 
･外部人材として(株)日吉に助言する。 

･現地セミナーでの講演（技術系）。 
前田 泰昭 

･アドバイザー 

・現地セミナーで講演しケイラックス法の国際的価値の紹介 

・行政機関、民間企業の仲介や交渉時の助言･支援 

国立環境研究

所 

・外部人材として(株)日吉に助言する。 

・現地セミナーでの講演（公定法化）。本邦研修で

の講師。 

鈴木 剛 

・アドバイザー 

・現地セミナーで講演し本邦での公定法化形成の経験を普及 

・関係省庁で公定法化の理解促進の助言とベトナム国ベトナム国での

課題の抽出 
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第 1 対象国･地域の開発課題 

 

１．対象国・地域の開発課題 

（１）開発課題の状況： 対象国が抱える開発課題 

人体に有害なダイオキシン類（以下、DXN 類とする）は、塩素を含む物質の不完全燃焼等の

副合成物である。その毒性は発癌の促進作用、甲状腺機能の低下、生殖機能の低下、免疫機能

の低下を引き起こすと言われているが、日常生活で摂取する量は超微量なので慢性毒性の有害

性が指摘されている。 

ベトナム国においては DXN 類は、ベトナム戦争時に散布された枯葉剤に含まれていたため

土壌での残留汚染が問題になってきたことで注目されてきたが、それだけではなく近年では急

速な経済発展による産業廃棄物中の汚染が、環境や健康被害への問題になってきている。 

① 産業分野での DXN 類増加の問題 

DXN 類が燃焼の副産物として発生することから、ベトナムの天然資源環境省（MONRE）

の旧国家評議会令 33 室1（通称、オフィス 33）が 2010 年代初頭にベトナム全土にモデル地

域を設定して、焼却炉、溶鉱炉、火力発電、セメント業など燃焼を伴う業種を特定し、国内

外の大学や国立分析研究機関の長期の協力を得て、モデル地域での DXN 類の測定･分析を

行った2。 

その結果、有害産業廃棄物焼却の排ガスに対する政府の DXN 類規制値である 0.6 ng-

TEQ/m3 を大幅に超える事業所が複数あることが判明した。医療廃棄物焼却炉で DXN 類が

2.3 ng/TEQ/m3 に達したのをはじめ、他の有害廃棄物焼却炉の排ガスには、政府規制値

（0.6ng/TEQ/m3）を超える値が観測された。産業廃棄物焼却炉の排ガス中の DXN 類観測値

は 0.124～44 ng-TEQ/m3 と変動するが、事業規模が大きくて焼却量が大きいほど高い値が観

測された。 

業種別では、排ガス中の DXN 類が高い順番は次の通りであることが明らかとなった： 

廃棄物焼却炉＞非鉄冶金業＞セメント製造業＞火力発電事業＞製鉄業＞製紙事業。また、

焼却灰が多く含まれる産業廃棄固形物については、政府規制値がないため米国規制値 300 

pg-TEQ/g との比較を行い、冶金業と産廃処理場でそれを超える値が観測された。 

これらによって、産業分野では業種によって高い濃度の DXN 類を発生することが明ら

かとなり、政府としては早急にそれらの対策を取ることが求められていた。これらを規制

するには、法的な規制と、環境の様々な媒体（大気、水、土壌）に対して、一定の能力をも

つ分析機関が定期的に DXN 類を測定して監視するモニタリング体制が必要であった。 

② 環境モニタリングの体制と実行性の不足 

2016 年に MONRE 大臣通達（ドラフト）によって、定期的な環境モニタリングを強化す

ることが示された。大気観測では測定項目に DXN 類が入っており、測定頻度は年 4 回と

規定されている。また、MONRE 大臣通達（No.27/2015/TT-BTNMT）では、次の大型事業

所の燃焼系からの排ガスを定期測定することが規定された：セメント業、火力発電所（天

然ガスによる火力発電所を除外）、年間生産能力 200.000 t 以上の製鉄、化学工業の工場、

                                                   
1 オフィス 33： The Office of National Steering Committee 33（Office 33）。1999 年にベトナム戦争で

米軍が撒いた有毒化学物質（枯れ葉剤）の問題を克服するためにベ政府が設立、管轄は MONRE で環境

浄化と保健医療支援を目的とする。当時、DXN 類に関する測定、除染は全て同室が窓口であり権限をも

っていた。 
2 DIOXIN CONTAMINATION IN VIETNAM - Emissions From Industries and Levels in the 

Environment (100pp), Office of National Steering Committee 33, MONRE (December 2014)／報

告書「ベトナムの DXN 汚染：工業分野の排出と環境影響」（2014 年、オフィス 33 作成） 
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化学物質、化学肥料を生産する工場（年間製品能力

10,000 t 以上）、石油を生産する工場（年間製品能力

10,000 t 以上）、あらゆる分野の工業ボイラー（効率：時

間発生蒸気 20t）。 

大気や水、土壌のような環境媒体に含まれる DXN 類

は非常に微量であり、ピコグラム（pg = 10-12 g）単位ま

で測定するため、現在のところ分析方法は高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計（HR-GC/MS、図 1.1）3と

いう高度な分析機器と、複雑な工程処理をする技術が

必要であり、これを HR-GC/MS 分析法と称する。この

分析機器は高額で分析にも時間がかかる。 

環境モニタリングの実施機関は MONRE の環境モニ

タリングセンター（Center for Environ-mental Monitoring, 

CEM）が中心である。その傘下に、各省の天然資源環境局（DONRE）の環境モニタリング

センターがあり、これらモニタリングセンターが環境モニタリングを実施することになっ

ている（後述、図 1.2）。大都市ハノイ、ホーチミンの DONRE の環境モニタリングセンタ

ー（CEM）は分析施設がある程度充実しているが、その他の地方省 DONRE の CEM は分

析の機器･施設が貧弱で、DXN 類のような HR-GC/MS を使う高度な分析を行える状況では

ない。 

ベトナム国の民間環境調査企業はまだ発展途上である。環境調査業務には MONRE での

ライセンス認可が必要であり、そのリストからはハノイに数社程度、ホーチミンに 15 社ほ

ど、各省にも数社ずつあるが、分析施設を保有する会社は少なく、また DXN 類の高度な

分析を行える民間分析企業はほとんどない。 

現在、高度な分析器 HR-GC/MS を保有して、DXN 類を分析できる機関はベトナムには

6 機関あり（後述、表 1.2）、そのうち環境媒体の DXN 類を分析できるのは 4 機関しかな

く、分析検体数は年間約 1,700 件である（後述、表 4.1）。しかし、現行法令で DXN 類のモ

ニタリングが必要とされる対象は年間約 35,000 件と推定されており（後述、表 4.2）、分析

は全く追いついていない状況といえる。 

③ 公定法化されている対象媒体の少なさ 

 法令に定められたモニタリング測定を行うには、国が定めた共通の測定･分析方法で行

わなければならず、これを公定法4という。 

ベトナムでは科学技術省（MOST）が、すでに同国の DXN 類に関していくつかの公定法

を定めている。TCVN5-8183:2009 は土壌と堆積物について、TCVN-7556-1:2005 は保健用固

形物焼却炉について、それぞれ DXN 限界値と同定･サンプリング方法を定めているが、他

の環境媒体については米国環境局（US/EPA）機器分析法に準拠するとしている。土壌、水、

排ガスなどの野外サンプリング方法や分析方法は、国際的によく使われている US/EPA の

方法に準拠している。サンプリングの標準法は TCVN として定められたが、高度な分析方

法が必要なことから、排ガス、食品、燃焼残渣ではまだ TCVN が定められていない。 

                                                   
3 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計： pg/g レベルの極微量定量分析が可能な装置。pg/g はピコ (1/1 

兆) グラム。 
4 公定法： 分析化学・微生物培養の分野において成分の定性分析、定量分析、微生物の培養検出を行う

際、国際機関、国家もしくはそれに準ずる公定試験機関、研究所において指定された方法をいう。 
5 TCVN：ベトナム語 Tiêu Chuan quoc gia Việt Nam、ベトナム国家規格。 

図 1.1  HR-GC/MS（(株)日吉

の分析室）（提案法人作成） 
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国家技術基準（QCVN6）では、DXN 類の環境モニタリング基準については MONRE が

発行することとなっており、有害廃棄物の規制値（QCVN-07:2009/BTNMT）や、その他に

土壌や固形医療廃棄物焼却炉、工業廃棄物焼却炉、鉄鋼業排出を対象とした規制値が発行

された。しかし、大気、水や生物体の DXN 類量の国家技術基準や、DXN 類発生源の主要

な工業種での生産物･廃棄物の基準が発行されていないため、まだ不十分な状況である。 

 

有害物質の測定分析は、いづれの国でもその規制対象の媒体ごとに公定法が規定されており、

                                                   
6 QCVN: ベトナム語 Quy Chuan kỹ thuật quoc gia Việt Nam、ベトナム国家技術基準。 

表1.1  DXN類の公定法における日本／ベトナムの比較一覧 

提案法人が本事業で目標とする公定法の対象媒体（提案法人作成） 

規制対象媒体 日本国 ベトナム国 

1. 環境媒体 環境省 
天然資源環境省 
（MONRE） 

**提案法人の主目

標●と次目標〇 

 

大気・ 
廃棄物系 

 JIS K 0311:2005（排ガス）* 
排ガス･焼却炉 
（TCVN-7556:2005産業系） 
（TCVN-5756:2005医療系) 

● 

 

簡易測定法マニュアル（生物検定法）* （未制定） ● 

簡易測定法マニュアル（機器分析法）* （未制定）  

大気環境調査マニュアル* （未制定）  

 

土壌系 

 土壌調査測定マニュアル* 
土壌･堆積物 
（TCVN-8183:2009） 

● 

  土壌簡易測定法マニュアル （未制定）  

  底質調査測定マニュアル* （未制定） ● 

  底質簡易測定法マニュアル （未制定）  

 水質系  JIS K 0312:2005（排水）* （未制定） ● 

 
野 外 生 物
系 

 野生生物調査マニュアル （未制定）  

  水生生物調査暫定マニュアル （未制定）  

  臍帯(さいたい)暫定マニュアル （未制定）  

2. 生体媒体 厚生労働省 保健省（MOH）  

 焼却炉 
廃棄物焼却施設内作業におけるばく
露防止 

保健用固形物焼却炉 
（TCVN-7556:2005） 

● 

 食品  食品中暫定ガイドライン （未制定） 〇 

 水道水  水道原水及び浄水中調査マニュアル （未制定）  

 
人体 

 血液中暫定マニュアル （未制定）  

  母乳中暫定マニュアル （未制定）  

3. 食物媒体 農水省 農業農村開発省（MARD）  

 飼料  飼料中暫定ガイドライン （未制定） 〇 

 農薬  農薬中の検査方法 （未制定）  

・*： ダイオキシン類特別措置法（基準）にかかる分析方法 

・日本のマニュアルが公定法に該当し、ガイドラインは準公定法になる。 

・**： 提案法人の目標とは、ベトナム国でケイラックス法を公定法化にしたい対象媒体のことである。 
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それを管轄する省庁も異なる。DXN 類について、規制対象の媒体とその管轄省庁について日本

国を事例に表 1.1 に整理し、それと比較してベトナムでの事例も示した。日本では環境媒体を

はじめとして、生体（人間の身体）や食物について多くの DXN 類測定方法が公定法化されてい

るが、ベトナムでは公定法化された媒体はまだ少ない。 

④ DXN 類の環境モニタリングの進展不足 

DXN 類のモニタリング測定の規制が強まりつつあるにもかかわらず、べトナム国の

DXN 類の環境モニタリングが進んでいない。このことは、以下のような問題が発生すると

推測される。 

ア）POPs 条約7（次節 2 で詳述）では POPs の低減と発生抑制のために、政府がインベン

トリーして、厳格に管理しモニタリングすることになっているが、現時点では十分に

実施できておらず、批准した POPs 条約の遵守ができないことになる。 

イ）べトナム政府が実施した産業活動の排ガス調査結果（本節の①で記載）では、産業廃

棄物焼却炉をはじめ冶金事業などいくつかの業種で、政府規制値を超える DXN 類が

観測されていたことが公表されており、これは国民の健康に直接に影響することであ

る。従って、これらの監視をおろそかにすると、ベトナム国政府は国民の信頼を失う

ことになる。 

ウ）規制対象事業者が環境規制を軽視し、環境問題を遵守するモラルをおろそかにするよ

うになる。 

従って、DXN 類の環境モニタリングを円滑に進めることは、重要な開発課題になってい

ると考える。 

⑤ 環境モニタリング以外の DXN 類分析の産業ニーズ 

一方、魚やエビなど生もの冷凍食品の輸出企業は、輸出先が EU の場合には DXN 類の

分析が義務づけられている。同国の水産物輸出は年々増加しており、2017 年には 8,300 百

万ドルに達し、輸出品目の第 6 位を占める重要経済品目になっている。べトナム国内で分

析ができない場合は、輸出先国で検査を依頼できるが、輸出企業にとってはべトナム国内

でより安価に分析ができて安全性が確保できればその利点は非常に大きく、このような業

種の企業からのニーズは出てくると考えられる。 

 

（２）開発課題の背景･原因：開発課題の解決が進まない原因など 

ベトナム国において DXN 類の環境モニタリングが十分に実施されていない原因は、次に帰

すると考えている。 

① 現在の DXN 類分析の公定法には、分析装置が高額で高度な分析技術を必要とする HR-

GC/MS 分析法しかない。 

② ベトナムにおいてモニタリング対象として発生する検体数は約 35,000 件と推測されるが、

現状は 1,700 件ほどしか分析できておらず、DXN 類分析を実施できる機関が HR-GC/MS

分析計を保有している 4 機関では非常に少ない。 

④ DXN 類分析で公定法化された対象物が産業活動に関わる排ガス、廃棄物、土壌、堆積物

に限られ、他の産業活動に関わる大気、水、食品、生体などベトナムの人々の日常生活

環境に深く関わる媒体の分析法がまだ公定法化されていない。 

⑤ DXN 類を含む環境モニタリングの実施を規定する法令はあるが、それを実際に運用する

                                                   
7 POPs とは Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質のこと。国際的に協調して POPs の廃

絶、削減などを取り決めたのが「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」で、「POPs 条約」「ス

トックホルム条約」と通称する。 
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強制力や体制が十分に機能していない。 

 

２．当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等 

（１）関連する政策、法令 

① POPs 条約における DXN 類の規制 

・ベトナムでは DXN 類に特化した総合的な規制の法令はなく、POPs に対する規制の 1 つ

として位置づけられている（NCEM 所長、VAST-CRETECH 室長より）。 

・2001 年 5 月に、残留性有機汚染物質（POPs）8から人間の健康保護と環境の保全を図る

国際的な取り決めである POPs 条約が国連で採択された。POPs への対処は一国だけでな

く国際的な協力が求められる事項であり、ベトナム政府は 2002 年 7 月にこれを批准し

た。対象となる有機汚染物質には DXN 類が含まれている。ベトナムにおいては特に、

DXN 類はベトナム戦争時に散布された枯葉剤に含まれていた POPs として土壌中の残留

汚染が問題になってきた。 

・ベトナムでは急速な経済発展に伴い、工場・事業場から排出される排ガス・排水中の DXN

類汚染や、土壌や水が DXN に汚染された環境下で栽培・飼育された時の農水産物に含ま

れる DXN 類汚染が懸念されるようになってきた。これらに対して、べトナム政府は 2006

年 8 月に行動計画を発表した（首相令 No.184/2006/QD-TTg）。この行動計画では、天然

資源環境省（以下、MONRE と称する）の環境総局（以下、VEA）が POPs 条約実施の中

心となること、調査研究とモニタリングの体制、各汚染物質の使用･保管･輸送･廃棄など

管理体制、人材育成、各省庁･地方行政の役割と連携体制、それら活動の資金源などを具

体的に提起している。 

・上記の首相令の発表以降 10 年間の活動において、DXN 類を含む POPs について、国連開

発計画（UNDP）、地球環境ファシリティー（GEF）や多数の海外援助機関の資金をもと

に、多種多様のプロジェクトが実施され、全国的な実態調査やキャパシティビルディン

グ（分析施設、人材、体制、規制）など基盤整備の構築に成果をあげてきた（MONRE-

VEA 報告書、2015 年）9。同報告書では、POPs を持続的、全国的に規制管理していける

ように、全国的なインベントリー情報の蓄積と継続的な環境モニタリングを実施できる

ような、体制と技術を構築することを提言している。 

・2017 年 10 月には 2025 年までの DXN 類を含む POPs に対する行動計画を打ち出した（首

相令 No.1598/2017/QD-TTg）。POPs のうちどの種類をモニタリングすべきかを、MONRE の

環境総局（VEA）とベトナム科学アカデミー（VAST）傘下の研究･技術普及センター（CRETECH）

が協力して検討し、その結果、2021 年 6月に MONRE 大臣より通達（10/2021/TT-BTNMT）

が発出された。 

上記のように、POPs 条約批准に伴うベトナム国の行動計画に基づいて、DXN 類に対処す

るように、MONRE-NCEM など少なくとも 4 機関で恒常的な分析ができる施設をつくり

人材を育成し、法令としてモニタリング項目に DXN 類を入れるなど、キャパシティビル

ディングを行い同国では体制と能力の一定の基盤を築き上げてきた。 

・なお、これまで枯れ葉剤の DXN 類問題の窓口として活動していたオフィス 33（通称）

                                                   
8 POPs とは Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質のこと。国際的に協調して POPs の廃

絶、削減などを取り決めたのが「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」で、「POPs 条約」「ス

トックホルム条約」と通称する。 
9 IMPLEMENTING STOCKHOLM CONVENTION on Persistent Organic Pollutants In 

Vietnam 2005 - 2015, (MONRE-VEA, 2015)：「ストックホルム条約の実施に関する 2005～2015 年まで

10 年間のベトナムの活動（2015）」 
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は MONRE の管理下であったが、オフィス 701 に変更になった。オフィス 701 は「決定

（2018 年 2 月 14 日,決定第 513/QD-CQTT 701）」に基づき、「アメリカ戦争後の爆弾、地

雷および DXN 類をはじめとする有害化学物質の影響を克服する目的で、国家指導委員

会の常任機関として設立された（略称：オフィス 701）。首相直轄組織となり、主に国防

省、天然資源環境省、労働省の３つの機関の大臣が関与している。国防省は爆弾処理と

有害化学物質の除染、天然資源環境省は枯葉剤による環境影響評価、労働省は枯葉剤に

よる人体影響をそれぞれ担当している。オフィス 701 は国防省（MOD）が主導して除染

事業を中心に行っており、MONRE はホットスポットでの処理（除染）後や周辺地域の

評価･助言を担っている。環境総局副局長がオフィス 701 の委員である。よって、DXN 類

のモニタリングに関してはオフィス 701 は直接には関与しておらず、MONRE の管轄に

なる。 

② DXN 類の測定･分析の公定法に関わるもの 

・今回調査で、DXN 類測定の公定法の文書（TCVN、QCVN）は、16 件ほどあることが分

かった（別添資料 3.1）。資料の一覧表は年代の新しい順番になっている。 

・2005 年に TCVN で医療用の固形廃棄物焼却炉を対象に国家基準が設定され、2009 年に

QCVN 国家技術基準が定められた。それ以降は、MONRE が発出する通達（Circular；TT-

BTNMT）と併せて、適用媒体の基準値と測定･分析方法を拡大してきたらしく、年代が

進むほど測定媒体が増えてきた経緯が読み取れる。 

・現時点で、有害廃棄物（ばいじん燃え殻）、土壌・底質、排ガス（規模と仕様で区分）に

ついて、基準値と分析法を規定している。 

・いずれの文書も大事であるが、特に技術文書としては一覧表の番号 12.1 の QCVN07: 

2009/BTNMT（MONRE 発出）が基本になっていると思われる。 

③ 環境保護法と DXN 類の規制 

・環境保護法（2014）第 61 条：陸地の環境汚染の管理（戦争中に使用された除草剤に由来

するダイオキシン）、植物用殺虫剤の残留物、その他の有害物質に曝された土壌や泥を含

む陸地面は、環境保護規制により要求される基準を満たすために、調査、評価、制限、

処理を行わなければならない。 

同法については、つい最近 2020 年 11 月にベトナム国会で改正法が採択され、2022 年 1

月から施行となり、環境保全に対して企業側の責任をより強化した内容と言われており、

現在、MONRE 政令の発出が準備されている。環境モニタリングに関しては、2021 年 6

月 30 日付で MONRE 通達「環境モニタリングと情報およびデータ管理に関する技術規

制」が発出され、自動観測装置の設置を含むモニタリング体制の構築について強調され

ている。ただし、それらの中で DXN 類のモニタリングについて、どれほど強化されてい

るのかは現状ではまだ不明である。 

④ 環境保全に関わる罰則規定 

環境保全の緒規則に違反した場合の罰則は Decree 155/2016/NĐ-CP「環境保全の規則違反

に対する罰則」（2016 年 11 月 18 日）に規定されている。この政令は 63 条から成り、廃棄

物管理や自然保護、環境影響評価書の策定など様々な環境保全に関わる規則の違反につい

て罰則が定められている。その中で環境モニタリングの違反に関連する罰則は次の通りで

あり、DXN 類モニタリングもこれに含まれる。 

・環境モニタリングを実施すべき事業者に対しては、第 12 条の第 7 項（廃水･排ガスの継

続的･自動化モニタリングシステムや周辺環境と定期的な廃棄物監督を含む環境監視の

規制違反、および製造とビジネスの活動とサービス業における環境保全規制に関わるそ

の他の違反）に規定されている。これは当該事業者が、当該事業地とその周辺環境にお
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いて環境保全の計画に明記した環境監視を実施しなかった場合に、その環境保全計画を

承認した行政レベルに応じて罰金を科している。罰金は軽微な場合は VND 500,000（2.5

千円）から、重い違反で VND 200,000,000（1,000 千円）である。それに加えて、3～9 ヶ

月の業務停止が科せられる。 

・また、収集した環境デ－タの取り扱いが不適切であった場合は、第 36 条（環境デ－タと

情報の収集、管理および利用の規則の違反）で罰則が定められている。罰金は軽微な場

合は VND 500,000（2.5 千円）から、重い違反で VND 100,000,000（500 千円）である。 

・さらに、環境モニタリングを請け負う調査会社については、38 条（環境モニタリングに

関する規則の違反）に規定されている。モニタリング項目･内容の通りに実施していない

場合や無資格の場合など様々な規定があり、罰金は軽微な場合は VND 500,000（2.5 千

円）から、重い違反で VND 150,000,000（750 千円）である。それに加えて、3～24 ヶ月

の資格停止が科せられる。 

⑤ 食品分野での DXN 類モニタリング 

・食品分野では DXN 類のモニタリングを規制する国内法令はない。輸出企業の求めに応

じて EU で定められた国際的な標準「EC 1259/2011 」に基づいて分析を行っている。17

の DXN と 12 の DXN 様 PCBs を対象としている。（NAFIQAD-6 より） 

 

（２）高度な分析能力のある機関･企業 

 ベトナム国で DXN 類の分析を実施できる機関は以下の表 1.2 に示す通りである。 

 

（３）環境モニタリングの体制と機関 

① 環境モニタリング全般について 

環境モニタリングに関わる体制を図 1.2 に示す。MONRE の環境総局（VEA）の下に環境

モニタリングセンターがあり、全国を北部･中部･南部の 3 つの地域に分けて、それぞれに

センターが設置されている。それぞれのセンターはその地域の各省 DONRE を管轄する。 

その 3 つのセンターのうち、ハノイにある北部環境モニタリングセンター（N-CEM）は全

国を管理する立場でもあり、同センターの役割は以下の通りである。 

表 1.2 DXN 類の分析が可能な機関 

機関名 管轄省庁 主な役割 
①北部環境モニタリングセンター
Northern Centre for Environmental 
Monitoring（通称 NCEM） 

天然資源環境省、環境総
局 MONRE・VEA 

環境･DXN 類･有毒物ラボで実
施。全国の環境モニタリングの中
枢機関。 

②研究･技術普及センター Centre 
for Research and Technology 
Transfer （通称 CRETECH） 

ベトナム科学アカデミー 
VAST 

科学全般の研究開発と普及を行
う。DXN 類研究室で実施。 

③分析･試験センター Center of 
Analytical Services and 
Experimentation（通称 CASE） 

ホーチミン市科学技術局 
Ho Chi Minh-Dept. of 
Science & Technology 

環境分析、食品分析等のあらゆる
分析を実施。主にベトナム南部地
域を対象。 

④ベトナム･ロシア熱帯研究センタ
ー Vietnam Russia Tropical 
Research Center 

国防省に関連する施設 化学環境部で実施。国防省から要
請された除染の分析や環境モニタ
リングを実施。 

⑤農林水産品品質カントー分析所 
NAFIQAD-6 

農林水産省、農林水産品
品質管理局 

主に食品分析を実施。 

⑥SGS Vietnam Ltd. スイス系民間企業 輸出入の検査、検証等を世界中で
行うスイス系グローバル企業 

⑦国防省研究所 国防省 （情報開示を拒まれたので不明） 
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ア）同センターは国レベル、省レベル及び複数省レベルに対して、EIA（環境影響評価）に

基づく環境影響モニタリングを行う。 

イ）全省の DONRE から環境モニタリングのデ－タを集約する。 

ウ）環境モニタリングの政策策定やシステム構築を起案する。 

新しい環境保護法（2020 年 11 月改定）に基づいて MONRE は大臣通達（2021 年 6 月）

「環境モニタリングと情報およびデータ管理に関する技術規制」を出した。それによって、

政府は地方 DONRE の環境モニタリングセンター（CEM）でも自動計測装置を導入して一

般的な環境項目の監視を効率化させる体制を整備しつつある。その自動計測装置のソフト

は N-CEM が管理し地方 CEM を研修していくことになっている。 

EIA の環境モニタリングは年 2 回である。しかし、Decree 40/2019/NĐ-CP に基づき予算

の削減があり、モニタリング回数を年 1 回に引き下げることが提案されている。これによ

ってモニタリングが質的に低下することが危惧される。 

 

② DXN 類のモニタリングについて 

DXN 類の分析は、NCEM の環境･ダイオキシン類･毒物ラボが実施するが、CCEM と

SCEM には DXN 類分析施設はない。 

DXN 類に特化したモニタリング規制はない。ただし、ホットスポット（除染対象地だと

思われる）に特化した DXN 類モニタリングはある。 

また、DXN 類のモニタリングをする機関は MONRE のライセンス認証（VINCERT10）が

                                                   
10 VINCERT：Code of certificate of satisfying conditions for environmental monitoring (issued 

by MONRE) 

図 1.2  MONRE の環境総局と環境モニタリング機関（MONRE サイトから提案法人作成） 
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必要であり、測定対象物質も決められている。上述（２）に示す分析機関のライセンスコ

ードと測定可能な対象物質を、表 1.3 に示す。 

 

 

 

（４）公定法の制定に関わるプロセス 

JETRO ハノイ事務所が発刊した「ベトナム品質基準ハンドブック（2018 年 3 月）」では、同

国での品質、技術の国家規格（TCVN）の策定の体制とプロセスの概要は次の通りである。 

① 体制 

主管は科学技術省（MOST）であり、直接に関係する部署は次の 2 機関である。 

ア）国家規格技術委員会（Technical Boards for national standard） 

イ）規格･計量･品質総局（Directorate for Standards, Metrology and Quality : STAMEQ） 

② プロセス 

国家管理当局（分野に関係する省庁や政府機関のこと、この場合は MONRE/VEA）が規

格草案を策定し、MOST/STABEQ に提出する。国家管理当局は国家規格技術委員会で意見

聴取し（最大 60 日）、MOST に上申し MOST で審議する（60 日間）。MOST で承認されれ

ば、通知、公表が行われる。 

③ TCVN と QCVN の違い 

MOST の説明によると、次の通りである。 

ア）TCVN は規格ガイドラインであり、製品や方法の技術的仕様である。 

表 1.3  DXN 類の環境モニタリ

ングにおいて認証された分析機

関と対象物質 
（VAST-CRETECH の提供資料か

ら提案法人作成） 

Sampling Analyzing

I.

1 Surface water (1); (2); (3) (1); (2); (3)

2 Ground water (1); (2) (1); (2)

3 Rain water

4 Sea water

5 Wastewater (1); (2); (4) (1); (2); (4)

II.

6 Ambient air (1); (2); (3) (1); (2); (3)

7 Indoor Air

8 Gas emission (1); (2); (3); (4) (1); (2); (3); (4)

III.

9 Soil (1); (2); (3); (4) (1); (2); (3); (4)

10 Sediment (1); (2); (3) (1); (2); (3)

11 Sludge (1); (2); (3) (1); (2); (3)

12 Solid waste (1); (2); (3) (1); (2); (3)

Name Issuance Validation

(1) MONRE/NCEM 027 2017/11/18 2020/11/17

(2) VAST/CRETECH 229 2019/1/17 2022/1/16

(3) 256 2019/10/25 2022/10/24

(4) 147 2019/8/15 2022/8/14

Vietnam - Russia Tropical Center

 HCMC/CASE

Codes
VIMCERT

No.*

*VIMCERT No.: Code of certificate of satisfying conditions for environmental monitoring issued by MONRE.

(YY/MM/DD)

Solid sample

Techniques
Types of sampleNo.

Water sample

Gaseous sample
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イ）QCVN は TCVN に基づいてより高度な規定を行う。TCVN の規格範囲を定めるために

その方法を詳細に規定するものである。 

 

３．当該開発課題に関連する我が国の開発協力方針 

本提案は、「対ベトナム 国別開発協力方針（外務省 2017 年 12 月）」においては次に対応す

る。 

重点分野２：脆弱性への対応（成長の負の側面への対応） 

開発課題２－１：気候変動・災害・環境破壊等の脅威への対応 

 

４．当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析 

（１）我が国の ODA 事業 

日本環境省がベトナムで実施した廃棄物調査「コベネフィット型環境対策技術等の国際展開

に係るベトナムとの二国間協力事業委託業務」（2015 年度）では、焼却施設での汚染物質の危

険性を次のように指摘している。 

「ベトナムでは 2006 年まで、500 以上の焼却炉が医療施設、工業団地、住宅街などに設置

され、古い技術、不十分な管理知識、少ない運営経費などで、燃焼後、SO2、HCl、DXN 類が

よく排出されている。医療施設からの廃棄物が塩化ビニル袋に包装されていることから、DXN

類、水銀なども排出されている。一番危険なのは、重金属、DXN 類がダストの表面に付着して、

大気環境に拡散することである。」 

このような事情に関連する ODA 事業は、表 1.4 の①～③である。 

表 1.4 関連する ODA 事業（JICA ウェッブサイトから提案法人作成） 

ODA 事業名 事業の概要 当事業の関係性 

① ベトナム国ベトナム

国およびインドシナ諸

国における、バイオマ

スエネルギーの生産

システム（植林・製造・

利用）構築による多益

性気候変動緩和策の

研究 

SATREPS 事業（2011～2016）で大阪府立大学

等がベトナム国家大学ハノイ校等と共同研

究。焼き畑･枯れ葉剤で汚染された土地を浄化

するため有用樹木を植林し、その種子油から

バイオディーゼル燃料を製造して軽油代替に

して都市部の大気汚染の緩和と温暖化対策を

目指した。提案法人は協力機関で参画した。 

提案法人が枯れ葉剤に起因す

る土壌中の DXN 類測定の推

進を図るため、測定や本邦研

修 に 協 力 し 、 MONRE/N-CEM
に対してケイラックス法の技術

移転を行った。 

② 都市廃棄物総合管

理能力向上プロジェク

ト（終了） 

技術協力、2014 年 3 月～2018 年 3 月建設省

や地方政府に対して、都市廃棄物管理の戦略

や政策の立案、実施体制や管理能力の強化

などを支援し、総合管理システムの整備に寄

与した。 

廃棄物焼却炉は DXN 類発生

源の 1 つであり、廃棄物排出の

低減は間接的に本案件化調査

の目的に繋がる。 

③  都市ごみ焼却･埋

立地再生に関する普

及･実証事業（終了） 

普及･実証事業、2015 年 1 月～2018 年 10 

月。石川県の（株）アクトリーがトゥアティエン・

フエ省で、ロータリーキルン式焼却炉を導入。

技術・経済的に持続可能な廃棄物焼却処理シ

ステム（多目的焼却モデル）に基づく廃棄物の

減容・減量化によって、最終処分場の衛生環

境を改善し埋立期間の延長を可能とする。

DXN 類を含む排ガス成分も分析。 

DXN類は燃焼過程で発生する

化学物質である。DXN 類モニ

タリングの対象となる発生源の

1 つである廃棄物焼却炉の実

情や対策は、本案件化調査の

重要性と繋がる。 

④ 化学物質管理強化

プロジェクト（終了） 

 

開発計画調査型技術協力、2014 年 10 月～

2017 年 9 月。化学物質管理制度に科学的なリ

スク評価、リスク管理を導入し、国家化学物質

化学物質の管理は POPs 条約

の遂行の根幹をなすものであ

る。DXN 類を含む POPs への
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また、DXN 類という点では、表 1.4 の④は開発課題２－２「社会･生活面の向上と貧困削減･

格差是正」に関わる。 

表 1.4 の ODA 事業①においては、培養細胞ではなく「凍結細胞」という使い切り細胞を使

用し、土壌中の DXN 類の分析を実施した。本来、本法による継続的な分析を行うには培養細

胞を用いるが、それにはライセンス契約（有償）を結び細胞を分譲する必要があるため、

SATREPS 事業ではケイラックス法の効果と有用性を体験することに限定した。SATREPS 事業

終了後、MONRE/NCEM に恒久的な技術提供と技術指導をするため、別途、同センターにライ

センシング（細胞の分譲販売）の提案を行ったが、初期ライセンス費用は分析検体数に関わら

ず数百万円の負担になること、且つ機器などの追加投資費用がかかるため合意には至らなかっ

た。従って、同センターでのケイラックス法の導入や公定法化の議論まで進まなかった。現在、

指導を受けた技術者は退職し、技術の確保ができていない状況であるが、提供した機器は使用

できる状態で維持されている。 

前述の費用面、さらに現状の市場性に加えて、途上国における知的財産権による予算取り

の難しさを加味し、途上国において、技術導入の敷居を低くし、限られた予算で且つ、使用す

る資機材分だけの対価を支払うプロダクトユースを創設し、導入のきっかけを作り、周知し、

将来的にはライセンスユースへの提案への切り替えのタイミング、根拠材料を本調査の中で

見極めていく予定である。 

 

（２）他ドナーの先行事例分析 

① US-AID （米国国際開発庁） 

 XDSI 社がベトナム VAST にて、土壌の DXN 類調査を 2005 年に実施した。 

② 世界銀行 

 世界銀行が「REGIONAL CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR RISK MANAGEMENT 

OF POPS IN SOUTH EAST ASIA /  National Training Workshop on Human Health Risk 

Assessment and Management of POPs」の事業を実施した。枯葉剤由来の DXN 類は、ベトナ

ムにて調査は多く実施、報告されている。隣国のラオスでも戦争による枯葉剤の影響が危

惧されており、その実態把握を求められていた。そのため、ラオス国内の土壌・魚・母乳

の DXN 類汚染調査及び分析について、世銀の要請でラオス公的研究機関 ERI 内にて、ケ

イラックス細胞と関連する資機材を持ち込んで、ケイラックス法を用いて実施した。 

 

第２ 提案法人、製品・技術 

 

１．提案法人の概要 

（１）企業情報 

データベースを開発してリスクベースの化学物

質管理制度を整備する。健康と環境への影響

が最小化された方法で化学物質が使用、生産

されることに寄与する。 

国の対策体制を支援する点

で、本案件化調査と関係する。 

⑤ 枯葉剤／ダイオキ

シン濃厚汚染地区に

おける低体重児の発

育改善プロジェクト 

草の根技術協力事業（草の根パートナー型）、

2019 年 8 月～2022 年 7 月。金沢大学客員教

授･城戸照彦の研究グループ。母乳の DXN 類

濃度が高い地域ほど低体重児が多いことか

ら、枯れ葉剤の汚染地域フーカット県で質の高

い母子保健活動を支援する。 

DXN 類が人体健康に及ぼす

影響を対象としている点は、提

案法人のモニタリングビジネス

の目標である DXN 類の排出

低減の重要性と繋がる。 
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提案法人は、1955 年に滋賀県近江八幡市に設立された総合環境サービス企業である。現在は

浄化槽管理、産業廃棄物処理管理、化学分析（水質、大気、作業環境、DXN 類、アスベスト、

食品衛生）、工業薬品販売、施設管理、環境保全など幅広く業務を展開している。 

（２）海外ビジネス展開の位置づけ 

1998 年からは国際貢献活動としての海外からの研究生の受け入れ、環境専門技術者の育成を

経て、インド国のチェンナイに日吉インディア（主に水質化学分析、施設維持管理）を設立し、

米国ノースカロライナに XDSI 社（主に DXN 類の生物分析）をグループ会社にして、海外の拠

点として海外展開を進めている。 

国内業務のグローバル展開を目指し、海外への技術・役務提供の輸出の一環として、ケイラ

ックス法のライセンス活動を実施する。また、XDSI 社においては、先進国からの技術・情報の

発信を行い国内業務への展開の役割も担う。 

 

２．提案製品･技術の概要 

（１）提案製品･技術の特長 

環境中の DXN 類を測定する方法として、世界的に普及しているのが高分解能ガスクロマト

グラフ質量分析法（以下、「従来法」という。）である。図 2.1 に従来法とケイラックス法の測

定原理の違いを示す。 

従来法は、DXN 類と言われる 29 個の異性体の一つ一つの毒性等量11 を測定し、最終的にそ

                                                   
11 毒性等量（TEQ）とは、ダイオキシン類の異性体ごとの毒性強度と存在量を考慮して算出した濃度である。

環境基準値はこれらの濃度の総量（総 TEQ 濃度）として設定されている。 

図 2.1 従来法とケイラックス法の特徴（提案法人作成） 
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れらの毒性等量を足し合わせることで、DXN 類の毒性の「総量」を測定する方法である。ベト

ナムにおいてもこの従来法が公定法となっている。しかし、従来法を用いた分析を実施する場

合、高額な分析装置（1 台で数億円）や高度な分析技術が必要になるなど、コスト面、運用面

においてハードルが高い。 

一方、本提案技術のケイラックス法は、生物材料12 を用いて環境中の DXN 類の毒性の「総

量」のみを迅速に測定するバイオアッセイ技術13による分析法である。 

従来法とケイラックス法の機能の比較を表 2.1 に示す。同方法は迅速に判別できることから

「スクリーニング分析用14」、さらに、異性体は判別できないが、従来法と同等の基準値判定が

できることから「定量分析用」としても適している技術である。目的、当該国の事情や媒体等

により、定量分析用かスクリーニング分析用かはカウンターパートと適用性を検証し、ベトナ

ム国内に導入する分析用途を判断したいと提案法人は考えている。 

 

バイオアッセイ技術によるケイラックス法を、スクリーニング用分析目的であっても定量分

析用を目的として、従来法と同様に公定法化へ認定させていく考えである。その需要の喚起と

しては、各国の実例紹介や現地国でのモデル実証などを行うことで、公的機関（MONRE、MARD

など）への技術導入の契機をつくることで需要喚起の促進を図るものである。 

このような特徴から、日本では排ガス中や廃棄物中の DXN 類の公定法としてケイラックス

法が認定（2005 年）され、従来法と同等に基準値判定のため廃棄物中の DXN 類の定量法とし

て利用されている。EU（欧州連合）では食品や飼料中の DXN 類のスクリーニング分析用とし

て、また台湾では 2010 年に土壌中の DXN 類のスクリーニング法として、さらに米国 EPA（米

国環境保護庁）では、2007 年土壌・底質中の DXN 類のスクリーニング分析用として認定され

た技術である。 

 また DXN 類の分析を行う際に必要となる「抽出・精製・分離」という前処理過程において

も従来法と比較して、このケイラックス法は簡便に実施することが可能である。表 2.2 に従来

                                                   
12 マウス肝癌細胞遺伝子の一部を組み換えた細胞を用いる手法である。 
13 バイオアッセイ技術：生物材料を用いて生物学的な応答を分析するための方法のことで、ある物質が生物

に対して何らかの効果を発揮する濃度を求める。DXN 類毒性物質の分子が生体に入ると生体では解毒作
用が起きる。ケイラックス法はその解毒作用で起こる生体内の遺伝子レベルの応答機構をもとにして、その
応答を発光酵素ルシフェラーゼで生物発光に変換して定量化した測定技術である。  

14 ケイラックス法の使い方として、「定量分析用」と「スクリーニング分析用」の 2 種類の分析用途がある。「定

量分析用」は、従来法と同様の扱いで基準判定を目的とする用途。「スクリーニング分析用」は、DXN 類に

よる汚染の有無や環境基準との比較のみを目的とする用途。 

表 2.1  DXN 類分析の従来法と簡易測定法の機能比較 （提案法人作成） 

 従来法の特徴 ケイラックス法の特徴 

操作性 煩雑で、時間がかかる 簡便で、迅速  

技術の難度 高度な研修・技術が必要 簡単な研修・技術で十分 

分 析 で き る

DXN 類 

29 異性体の個別濃度・毒性を得る。こ

れを総計したのが総毒性量。 
総毒性量を得る 

分析特性 精度が高く、詳細な分析に強みがある。 
広い範囲で網羅的にスクリーニングする強み

があり、従来法の事前調査的役割 

 

各々の強みを活かして、
併用型で使用する 
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法とケイラックス法の比較の特徴を示す。 

 

今回のヒアリングで、現地の HR-GC/MS による従来法の 1 検体の単価の情報も収集し、そ

の結果は後述の表 4.1（p.41）に示す通りである。 

 

（２）製品・技術のスペック・価格 

① ケイラックス法の技術的なスペック 

ケイラックス法は、バイオアッセイ技術の中でも遺伝子組み換え細胞を用いるレポータ

ージーンアッセイ技術15と呼ばれる。この技術で用いる細胞は、DXN 類が存在すると細胞

内でホタルの発光酵素であるルシフェラーゼ等が発光するもので、その発光量を測定する

ことによって検体中の DXN 類の「総量」が分かる仕組みとなっている。 

 

② 価格 

現在弊社が実施しているケイラックス法による分析ビジネスには 3 つのパターンがあ

り、それぞれの内容と価格を表 2.3 に示す。 

 

（３）製品・技術における特許 （国内、海外）：あり・なし 

① 特許登録番号 US5854010 「Bioassay for detecting 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin 

and TCDD-like compounds and novel recombinant cell line useful therefor」（1997 年 3 月、米

国）： ケイラックス細胞そのものに特許がかかっていたが、既に権利期間が満了してい

る。 

                                                   
15 レポータージーン（遺伝子）アッセイ技術： レポーター遺伝子とはある遺伝子が発現しているかどうかを容

易に判別するために、その遺伝子に組換える別の遺伝子のこと。ケイラックス法では、DXN 類が生体に
入り解毒作用を誘引する一連の遺伝子の動作を、別の遺伝子であるホタルルシフェラーゼ遺伝子（生物
発光を誘引する遺伝子）で組み換えて生物発光に変換している。このホタルルシフェラーゼ遺伝子をレポ
ーター遺伝子と称する。 

表 2.2  従来法とケイラックス法の検査期間･価格の比較 （提案法人作成） 

項目 従来法 ケイラックス法 

納期 1 か月 1 週間 

平均的価格/検体 15 万円 5 万円 

分析に必要なサンプル量 50g 2g 

1 時間当たりの処理検体数 1 検体 16 検体 

表 2.3  ケイラックス法によるビジネス形態とのその価格 （提案法人作成） 

形態 価格 備考 

1 提案法人が分析を実施 
日本国内受注価格： 

50 千円／検体 
－ 

2 

他の分析会社等にライセン

ス契約して細胞を分譲販売

（ライセンシングユース） 

国内外でのライセンス費用： 交渉

による。 
購入者が細胞の継代培養できる。 

3 

他の分析会社等にキット用

細胞と精製カラムを物品とし

て販売（プロダクトユース） 

凍結細胞：8,000 円/キット（予定） 

精製カラム：5,000 円/本（予定） 

（国内実績） 

キット用細胞とは、購入者が細胞

の培養操作をできないようにした

細胞（一世代のみの細胞）。 
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② 特許登録番号 US6720431「Methods and apparatus foe separating and detecting specific 

polyhalogenated diaromatic hydrocarbons」（2001 年 6 月、米国）： DXN 類の前処理におけ

る精製カラム（活性炭カラム）に特許がかかっていたが、既に権利期間が満了している。 

③ 商標「CALUX」登録番号 2377772（2000 年 8 月、米国）：現在、オランダの BDS 社と

米国 XDSI 社がお互いで保有する商標権について使用許諾を与えるなどの条件となってい

る。 

上記の①～③は全て、提案法人の子会社の XDSI 社が関与しており、提案法人と XDSI 社の

関係は次の通りである。 

XDSI 社は米国の小さなバイオベンチャー企業であり、2000 年頃に XDSI 社が提案法人に対

して、ライセンシングを行い、XDSI 社が実施許諾者（ライセンサー）、提案法人が実施権者

（ライセンシー）の関係になった。2010 年頃に提案法人は、アジア圏の XDSI 社の代理店とし

て台湾の研究機関に対してライセンシングを行った経緯があり（契約は３社契約）、XDSI 社か

ら依頼があって提案法人は 2018 年 10 月に XDSI 社の株の過半数を買収し、XDSI 社を子会社

とした。そして、提案法人はアジア圏の諸国を、XDSI 社はそれ以外の地域･国に対処する体制

になっている。将来的には提案法人へのリスクヘッジのために、XDSI 社に全てのライセンシ

ング活動を統括する役割を集約する方向である。 

提案法人はケイラックス法の利用により、これまでに以下の表彰等を受賞している。 

① 2010 年 2 月：環境省 カーボン・オフセット認証制度における認証「生物検定法；ケイ

ラックス(R)アッセイ」 

② 2017 年 10 月：滋賀県 低炭素社会づくり賞（低炭素化事業部門）受賞、「二酸化炭素排

出が少ないダイオキシン類分析の実施」 

①、②ともに、ケイラックス法が従来法に比べて、分析時の装置の電力量、前処理で使用す

る電気量、溶媒量等によって発生する CO2 量が 1/6 に削減され、地球にやさしい技術として認

証ならびに表彰された。 

 

（４）国内外の販売実績（件数、売上高、主要取引先等） 

① 国内 

・売 上： 年間の受託分析検体数：2,000～3,000 検体（10 年間の実績） 

・取引先： 全国の計量証明事業所、大阪湾広域臨海環境整備センター、（独）国立環境研

究所、（一財）日本環境衛生センター、（一社）産業環境管理協会、等 

② 国外 

・売 上： 年間の受注機関数：3～5 機関/年間（10 年間の実績）。これはライセンス収入

のみによる。 

・取引先： ポーランド（National Veterinary Research Institute）、チリ（ActivaQ）等の分析

機関である。 

 

（５）ターゲット市場（本調査対象国は含まない） 

① 既存の市場 

ア）日本： 1999 年 11 月に「ダイオキシン特別措置法」が制定された。同法の規制によ

り、工場などの特定施設には年 1 回以上の都道府県への報告および周辺環境で

の継続的なモニタリングが義務付けられている。年間で 100,000 検体以上の測

定が発生し、その測定者は民間企業が主である。 

イ）欧州： 2002 年 7 月 26 日に定められた Commission Directive 2002/69/EC によって食品

を対象とし、また Commission Directive 2002/70/EC によって飼料を対象として、
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DXN 類の分析が行われている。同規制にはサンプリング法及び分析法も規定し

ており、「簡易法」がスクリーニング試験として利用でき、年間で数万検体以上

の測定が発生している。 

ウ）米国： 本技術は米国では US EPA Method 4435 として認定されている。また、同様な

生体検定技術が土壌中の DXN 類簡易法として認定されており、CAPE 社の技術

（DF1 Dioxin/Furan Immunoassay Kits）は US EPA Method 4025、コロンビア社の

技術（P450HRGS）は US EPA Method 4425 である。 

エ）台湾： 2010 年に土壌中の DXN 類をスクリーニングするための生物検定法を台湾環

境保護署が告示した。2012～2013 年に台湾環境保護署が本技術を導入して、ス

クリーニング分析用として使用実績がある。 

オ）中国： 環境保護部国家環境分析測試中心が廃棄物中の DXN 類に関して、生物検定法

を公定法化する計画をもち、2010 年 12 月に提案法人に技術協力を依頼してき

た。提案法人は本技術を同分析測試中心に提供し、2012 年 10 月に共同実験室

を構築し、公定法の検証を実施した。2018 年 6 月にパブリックコメントが公表

されたが、諸事情により公定法化が停止の状態である。  

② ライセンス契約について 

上記①の海外ビジネスの基本は DXN ケイラックス法を「ライセンス契約」することで

あり、その内訳は、「基本ライセンス費用＋ロイヤリティー（特許権使用料）費用」であっ

た。提案法人が契約の相手機関に機材と生物センサーである細胞の培養法を提供し、その

現地機関は力量があれば自らが細胞培養できる。これは提案法人が施設に大きな出資をし

ない効率的なビジネス形態と考えている  

上記①で、ポーランドの研究所、台湾の研究所をはじめ数カ国の機関とはそのようなラ

イセンス契約が成立している。その前提は現地国などで簡易法が公定法に認定されている

ことである。ポーランドや台湾はそれがあり、規制で DXN モニタリングが求められていた

ので、元々そのニーズが高く問題なくライセンス契約ができたといえる。 

現地のニーズに応じてビジネス形態を変えている。公定法に未認定の中国では、現地の

公的研究所と共同して実証試験を行い、公定法化に協力した。また、国内では生物センサ

ーの細胞（使い切りの冷凍細胞）のみのスポット販売も行っている。 

 

３．提案製品・技術への現地適合性  

（１）技術面 

本技術が、現地の技術的ニーズを充足する視点は、日本や欧米で既に公定法として認められ

ている技術であること、従来法より簡便で迅速であることである。 

日本で本技術が公定法化されるにあたって、日本環境省は専門家からなる「ダイオキシン類

簡易測定法検討会」を設置し、技術項目として当時の公定法(HRGC/HRMS)との相関性、定量下

限、測定の再現性、偽陰性率、費用、測定時間等で評価した。実用化されていた簡易技術の中

から、ケイラックス法を含む 4 つの生物検定法を、当時の公定法と同等の「定量分析用」とし

て認めたことから、ベトナムでも公定法に足る信頼できる技術と確信している。 

また、本技術は従来法の HR-GC/MS 法よりも迅速で、熟練技術を要しないこと、安価である

ことから、現地でオーバースペックになることはないと考える。 

以上の技術面から、ケイラックス法は十分現地の技術レベルで操作･管理できるものである。 

① ケイラックス法の認知程度 

ただし、現地ではケイラックス法が認知されている程度はまだまだ低く、ヒアリング調

査では現地の技術･研究者からは肯定的･否定的な多様な意見が出ており、表 2.4 に整理し
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た。それらの意見から認知の程度については、次のような結果が得られた。 

・ケイラックス法の名称は一部の研究者･技術者は知っていたが、彼らにもその原理や効用

についてはほとんど理解されていなかった。ましてや、それ以外の研究者･技術者、行政

官はその名称やケイラックス法の原理となるバイオアッセイ技術についても認知はさ

れていなかった。つまり、ベトナム国の DXN 類分析の関係者には、ケイラックス法は

ほとんど認知されていない状況であることが分かった。 

・ケイラックス法を認知していた技術者でも（ホーチミン市科学技術局分析･試験センター

(CASE）の場合）、従来法との互換性や精度の点で誤解があり、同法への否定的な認識を

もっていたことはネガティブ要因であった。これには提案法人も少し関与していたこと

が分かり、ケイラックス法の原理と有効性をいかに的確かつ適切に相手に教授するかも

大きな課題であることを痛感した。 

・一方で、ケイラックス法のような簡易分析法のニーズについては、いくつかの機関で強

い関心が寄せられたことはポジティブな要因になった。MARD-NAFIQAD-RETAQ ハノ

イセンターは食品分析の点で、MOH-労働環境健康センターは人体の健康診断の点で、

Phenikka 大学では DXN 類除染地域でのモニタリングの点でニーズがあった。そのニー

ズの要因は、従来法は機器が高価であり技術が高度であるため、一部の分析機関に頼ら

ざるを得ない現状にあることが分かった。 

・また、MONRE のように高度な従来法分析機器を有し、実際に DXN 類を分析している機

関は、コストパフォーマンスの高さにニーズがあり、ケイラックス法がそれに合致すれ

ば導入の可能性があることも示唆されたことは重要である。 

 



 

24 
 

表 2.4 研究･分析機関で行った聴取のまとめ （提案法人作成） 

 機関名 認知* 主な意見 提案法人の対応 

 * ケイラックス法について… 〇 よく知っている、△ 名称は知ってるが内容は知らない、✕ 全く知らない 

1 

VAST-CRETECH 

技術･研究者 

（元 NCEM の上級研

究員） 

△ ・以前に SATREPS 事業（2012～2016 年、代表：大阪府立大学）で提案法人は NCEM に

てケイラックス法を指導した。分析資材の細胞を日本から輸入して 3 週間かかったが、細

胞資材の有効期間が 4 週間しかなかったので試験に使えなかった。 

・技術研究者の一部はケイラックス法の名称は知っているが、実際どのような方法かは知

られていない。ビジネスとして広める前に、ベトナムの専門家が参加してパイロット試験を

行うことが是非とも必要である。 

・SATREPS 事業で使用した分析資

材の細胞は 2 種類あった。当初は

指摘のあった 4 週間の生細胞で有

効期間が短く不適切であると判

明。そこで凍結細胞を開発して、有

効期間を 1 年以上に引き延ばす事

を可能にして、有効期間の問題を

解消した。（--> この凍結細胞が本

調査事業で適用しているものであ

る。） 

2 

ホーチミン CASE 

技術･研究者 

〇 ・5 年ほど前にハノイの NCEM でケイラックス法の実演があり、HRGC-MS 法との比較試

験に参加したが、両方法の比較結果は大きな違いがあった。 

 

・2011 年に中国の浙江省（せっこう）大学で排ガスの分析試験に参加した。ここでもケイラ

ックス法と HRGC-MS 法での比較試験があり、結果には大きな違いがあった。精度に疑

問をもった。 

 

・当時の資料は現在のと変わらな

いので、両方法の数値の相関関係

図を見た時に得た印象と推察し

た。この相関関係は十分に信頼限

界に収まっており問題ないので、

当時の提案法人の統計的説明が

不十分だったためと思われる。 

・提案法人は浙江大学と協力関係

にあり、同大学とケイラックス法で

測定した結果を中国で発表した。

ここでは媒体の条件の違いによっ

て精度が異なることを披露したつ

もりだったが、その違いの説明が

不十分であったと思われる。 

3 

MONRE-NCEM △ ・以前に紹介されたことはあるが、詳しくは知らない。また、SATREPS 研究事業で同法を

習得した職員が複数いたが、みんな退所したので経験を引き継いでいない。 

・簡易法でイムノアッセイ法は利用したことがある。 

 

4 MONRE-環境総局 ✕ ・ケイラックス法が説明通りの効果をもつなら、ベトナム国において時間の短縮と経費の節 提案法人は回答文書（英文）を作
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約によってモニタリング運営管理に大いに貢献するはず。 

・ケイラックス法は「遺伝子組換え技術」を利用しているが、人や環境に及ぼす影響が不安

であり、それに関連して文書回答を求める。 

・ベトナム国遺伝子組換え技術（生物）については環境影響評価が必要であろう。従来法

との精度比較を含め、全てのリスク管理ができていることを提出する必要がある。 

成し提出済み。 

5 

MARD-NAFIQAD-

RETAQ ハノイセンタ

ー 

✕ ・当センターは食品の安全指標を分析し、食品安全の国家検査・認証する機関である。

2012 年に設立した新しい組織で JICA 技術協力事業の支援を受けている。 

・DXN 類分析は Can Tho センターができ 2012 年から食品を対象に実施し、WHO の基準

で行っている。ハノイセンターには 2022 年に機器が入る予定。以前に茶葉で DXN 類汚

染が発生したので、茶葉は定期的にモニタリングしている。 

・ケイラックス法で食品分析もできるなら、大変に興味がある。当センターは海外の技術を

習得して国内に普及させるのも役目である。もし、ケイラックス法が本当に効率的ならば、

当センターで妥当性を確認して技術移転の機会を設けたい。 

・バイオアッセイ技術では、ELISA 法を聞いたことがある。 

ケイラックス法の原理の解説パワ

ポを作成、英文･ベ語。関連論文も

整理した。 

6 

MARD-NAFIQAD-6

カントー分析所 

✕ ・当センターは食品の分析を行っている。DXN 類の分析は HRGC-MS（1 台）で、分析方

法は米国 EPA に準拠している。 

・バイオアッセイ技術では ELISA 法は使っている。 

・ケイラックス法について質問がある： 食品分析も対応できるのか？／ベルギー国での

同法の対象が鶏肉だけだが、他の家禽類はできないのか？／同法を使っている国によっ

て、分析の対象物質が異なるのは何故か？／同法がスクリーニング用なら精度が高くな

いということか？／HRGC-MS で測ることの違いはなにか、スクリーニング用の意義がよく

わからない。／同法と従来法（HRGC-MS）の精度比較はどうなっているのか？ 

・ケイラックス法を検索して調べたが、海外で公定法として認定された国は見つからなかっ

た。その証拠を提供して欲しい。研究成果はあるのか？ 

 

 

 

--> 回答文書（英文）を作成し提出

済み。 

7 

MOH-労働環境健康

センター 

✕ ・ケイラックス法は、日本で既に公定法に認められ、国際的にもある程度標準とされてい

るのに、何故ベトナムではわざわざ試験をして TCVN の認定を受けようとするのか？すぐ

に我々と一緒に始めれば良いではないか。 

・10 年前に SATREPS にてベトナムで実施したのに、何故、また今になって試験をしようと

するのか？ 

・ベトナム国と日本国は MOH において非常に良い関係にあり、日本国から多くの支援を

受けている。ベトナム国では DXN 類分析の必要性はある、しかし、機器や操作にコストが

非常にかかるため、ほんの一部の機関しか実施できていない。当センターには DXN 類の

 

 

 

--> SATREPS の補完的な課題であ

ったためと回答した。 
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分析機器がないので、血液などの分析は NCEM、CRETECH に依頼する。 

・当センターは、MOH において「人体の健康」を守るプログラムを検討し MOH に提言す

る役割を担っている。私達が、ケイラックス法は従来法よりも安価で同等の精度をもつこと

を実証すれば、DXN 類を人体の健康指標として推奨できる。 

・ダナン市は DXN 類のホットスポットになっており、その除染事業後に環境が人体に安全

かどうかを点検するのは MOH の任務になっている。ただ、MOH では DXN 類は安全環

境に必須の指標リストには載っておらず、危険性を指摘されただけである。 

・もし N-CEM にあるケイラックス法の機材を当センターに移行して、我々と一緒に実証を

する気があるなら、当センターは全面的に支援する。また、MOH の専門家も参加して関

係する規定を発行し、TCVN を取得するために MOST への働きかけも行う。提案法人は

当センターと早速に MOU を締結して JICA 事業としてではなく、単独の実証事業を始めて

はどうか。その方が早い。以前に我々は日系企業と騒音による労働環境改善の事業を行

った時に、学ぶ事が多く大変に良い経験になった。 

8 

Phenikka 大学 

（ハノイの理工系の

私立大学） 

〇 ・生物工学-化学環境工学部の研究グループリーダーはケイラックス法を知っており関心

をもっている。2019 年にベルギーの Vrije 大学ブリュッセル校で研修を受け、日越大学で

日本の教官とも話した。 

・DXN 類の研究は、2014～2016 年にビエンホア空港の DXN 類除染事業16  として

MONRE 資金でバイオレメディエーションを課題として行った。この除染事業は USAID 資

金で 2018 年から継続中である。 

・他の 2 人の教官も GC-MS 法による DXN 類分析の経験を持っており、上記のビエンホ

ア空港除染事業のバイオレメディエーション技術開発に従事している。 

・私達はケイラックス法に高い関心をもっており、提案法人と共同研究することを強く望ん

でいる。ただ、GC-MS とバイオアッセイ実験の施設がないため、提案法人と単独で組む体

制にない。MONRE-NCEM や VAST-CRETECH などの分析機器をもつ公的機関と共同し

て参画することを望んでいる。 

 

 

                                                   
16 ●ビエンホアやダナンにある元米軍空軍基地は米国戦争時に、枯れ葉剤を散布する軍用機の発着場であり大量の枯れ葉剤の貯蔵施設があったため、土壌への汚染が深刻であ

る。このよう高濃度汚染地域は米軍基地跡を中心にホットスポットして、べ政府は全国で 28 ヶ所を特定しているとのこと。●戦後、国際的な批判が続き米国が重い腰を上

げて米フォード財団などの民間資金を活用し、2000 年代から対応し始め 2012 年にダナン空港、2019 年にビエンホア空港の除染事業を開始した。●除染事業はベ政府で

は、国防省とオフィス 701 が管轄しており、MONRE はその周辺地域の DXN 類の汚染状況を調査しているとのこと（本調査の聴取より）。 
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② ビデオの作成と上映 

ア）経緯と目的 

本調査のヒアリングで分かったことは、ケイラックス法の様々な情報が適切に伝わっ

てないことであり、また、また、当初に計画していた本邦受入研修が中止になり、現地

の関係機関にケイラックス法を直接に教授する機会がなくなった。従って、提案法人は

現状でもケイラックス法の技術原理や HR-GC/MS 法との関連性（相関関係、換算係数、

適用事例など）、さらにケイラックス法の分析手順をより適切に現地に伝える手段を検討

してきたが、それには内容を視覚的なツールを用いることでより現地の理解を高めるこ

とができると判断し、短時間のビデオ（パワーポイントと映像の併用）を作成すること

とした。 

イ）ビデオの内容 

提案法人が既に所有しているケイラックス法に関する既存パワーポイント資料と映

像資料に加え、ケイラックス法の紹介図や分析の作業工程に関するパワーポイント資料

と映像資料を新たに追加し、先方関係者の理解を促す構成とする。 

詳細の構成や内容を別添資料 3 に添付した。 

ウ）ビデオの仕様 

・提案法人が映像コンテンツを準備し、ビデオの企画・構成を行う。これに基づき、動

画作成、キャプション･ナレーション挿入、BGM 挿入等の作業を再委託して実施する。 

・キャプションとナレーションについては、提案法人が日本語で作成し、ベトナム語に

翻訳する。 

・上映時間は 20 分以内とする。 

③ 現地セミナー（オンライン形式）の開催 

ア）目的 

 ケイラックス法の公定法化の認知に向けて、ベトナム国でのモニタリングの技術や制

度の課題、その運用上の問題点を明らかにし、ケイラックス法の技術的な優位性を認知

してもらう目的である。 

イ）現地の参加者 

業務前半のヒアリング調査から、DXN 類分析に関わりが深く、今後のカウンターパー

ト候補になりそうな以下の 3 つの分析機関に絞り、実施した。 

・MARD の RETAQ センター 参加者 4 名：食品分析を主とする 

・MONRE の NCEM 参加者 8 名：環境分析を主とする 

・VAST の CRETECH 参加者 3 名：分析に関する研究､技術普及を主とする 

ウ）提案法人側の講演者 

外部人材の研究者 2 人がケイラックス法の利点、日本での活用状況や公定法化につい

て説明し、ビデオにてケイラックス法の分析室での使用手順を上映した。 

エ）現地参加者の反応 

3 機関の参加者から出された主な質問やコメントを、表 2.5 にまとめた。質疑の詳細は

議事録として別添資料 4 に添付した。 

・最も質疑が多かったのは、ケイラックス法の測定値を従来法 HR-GC/MS 測定値に換算

する係数に関する技術論であった。HR-GC/MS で DXN 類の異性体の重量を精密に測

定している者にとっては、バイオアッセイ法という生物体内での DXN 類の反応経路

に置換したルシフェラーゼ発光酵素の発光量で計測するという方法は馴染みが薄く、

すぐには理解できないようであった。しかし、ビデオでバイオアッセイ法としてのケ

イラックス法の原理と分析手順を一連の映像として説明することと、日本の公的な環
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境研究所や大学に所属する講演者が、現地からの質問の都度に詳細に回答をしたこと

で、何人かの研究者･技術者は容易に理解できてこの 2 つの方法の相関と換算係数に

対する質問が多く出たと思われる。 

  実際に、RETAQ センターと NCEM では「その関係をよく理解できた」とコメント

する人が現れたし、彼らのコメントに「ベトナムでケイラックス法を導入するには、

測定媒体ごとに両方法の換算係数を実証する必要性」が出たことは、両方法の関係を

よく理解したことの現れでもある。 

・次に質疑が多かったのは、ベトナム国での公定法化に関してである。本調査では、ケ

イラックス法の導入においてベトナム国での公定法化や当該省庁での認定化が必要で

あることを承知の上で、それを遂行するのに必要なパートナーを求めている調査であ

ることを説明していたつもりであった。その趣旨を理解してすぐに共同して実証をし

ようと表明したのは RETAQ センターであった。 

NCEM と CRETECH は、MONRE の認定が必要なことと、自分たちの機関はそれを

認証する部署ではないとの表明であった。ここは、当方の説明が十分でなかったこと

もあるが、NCEM と CRETECH ともに新しい分析方法の導入に対する意欲とニーズが

それほど高くないと推察された。 

・各機関でのケイラックス法の導入への対応方針については、最も意欲の高かったのは

RETAQ センターである。センター所員に同法を研修させて、実践で分析の実績を積む

ことを提唱してきた。 

NCEM はケイラックス法の意義をある程度は理解し、環境媒体のモニタリング検体

数の多さに現状の分析が追いついていない現状を説明し、それが本来は高いニーズに

なっているのに、ケイラックス法の導入でその改善に活用したいという意志は強くは

見られなかった。 

CRETECH は頼まれれば協力するが、同法をいかに自らの分析業務システムの改良

に活用するかという意欲がみられず、期待していたような回答は得られなかった。

CRETECH は研究機関であり、直接にモニタリング行政に関わらないので、提案法人

が意図する目的と合致しなかったと考える。ただ、今後の現地でのケイラックス法の

実証事業では外部の協力機関として期待はできる。 

 

以上から、次のことが考えられる。 

(a) 今回のミニセミナーで、ケイラックス法の意義は以前のヒアリング調査よりも十分

に伝わった。 

(b) 同法の導入に意欲的なのはRETAQ センターであり、NCEMはその次である。RETAQ

センターは食品分析であり、NCEM は環境分析である。 

(c) 提案法人は環境分析が主業務であり、食品分析の実績はあるが主業務ではない。ま

た、RETAQ センターにはまだ HR-GC/MS の分析実績が少ない（2022 年度に HR-GC/MS

を導入する予定）ので、ケイラックス法と比較する試験実施条件が不足している。一

方、提案法人の主業務の環境モニタリングを担う NCEM が期待するほどの高いニー

ズを示していないことで、パートナーとして組めるのかという不安がある。よって、

RETAQ センターの意欲は受け止めつつも、NCEM および環境総局のニーズをどのよ

うに高めるかが課題になる。 

 



 

29 
 

表 2.5 オンライン･ミニセミナーでの現地参加者の主な質問、コメント （項目の【数字】は実際の発言の合計数） 

項目 RETAQ センターの質問・意見 NCEM の質問・意見 CRETECH の質問・意見 

分析費用 
【2 件】 

・CALUX 法で食品と環境のサンプルを分析するの

に、コストは異なるか？  
分析サンプルの費用は 30 千円くらいか？ 

・HR-GCMS 分析費用がベトナム国ではは約 50 千円/検体で分析

している。 
 

HR-GC/MS 値

とケイラックス

法 値 の 変 換

係数について 
【11 件】 

・PCDD/Fs（DXN 類/フラン）ではない Co-PCB は

CALUX の結果に影響することについては研究をし

たか？ 
・私はこの方法が経済面でも環境面でも非常に効

率がいいと認識している。TEQ/g はどのような値を

表し、Calux 法の測定単位からどのように変換でき

るのか？ 
・TEQ/g はどのような値を表し、この方法の測定結

果からどのように計算するのか？ 
・通常の機器分析では測定単位は、pg、ng、mcg/g
などの物質量にるので、この物質量から TEQ に変

換するということですね。 
・明確に理解した。提案法人と協力して、影響要因

を調査し、食品サンプル分析の換算係数を求めた

いと考えている。 

・媒体によって、TCDD から WHO-TEQ への変換係数が異なりま

すか？  
・換算係数を与えるために、最低の検体数はいくつですか 
・この係数は、日本のサンプルで得られたものであり、ベトナムで

適用可能ですか、または再度実験を必要がありますか？ 
・まずベトナムの検体の異性体パータンをまとめて、プロフィール

を作って、それを日本で出している異性体パータンと比べる。似て

いれば、日本で出した係数を適用できるが、違えば再度試験をす

るという事だと認識している。 
 

 

食 品 や 環 境

規 制 の 基 準

の比較 
【4 件】 

・日本では、食品試料で、高濃度レベルの DXN 類

化合物が報告されているか？ 
また、高濃度の検体種類を教えてください。 

・環境基準スライドでは、水の基準値を 1pg/L に設定しているが、

非常に厳しい。他の国々は排水で 10 pg/L と規制する事が多い。

ベトナム国では、製紙業の廃水は 15pg / L か 30pg/L である。日

本はどのような基準でこのような厳しい規制を設けたのか？基準

を守れるか？ 

 

DXN 類 分 析

の需給 
【4 件】 

 ・土壌、底質、廃棄物、水などの環境媒体の合計は約数千検体。

DXN 類では、分析能力が十分ではないため、年間検体数は数百

検体から千検体未満。 ベトナム国には MONRE が環境媒体で

・食品分析に Calux 法を

適用できるか？ 食品サ

ンプルの LOD、LOQ17 は

                                                   
17 LOQ（定量下限）：ある分析法で目的物質の定量を行った場合に、定量検知が可能な最小値、又は濃度のこと。定量下限値未満とは、定量できるほどの量では

なかったことを意味する。 
LOD（検出下限）：ある分析法で検出可能な、検査試料中に含まれる目的物質の最小量又は濃度のこと。 
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DXN 類分析を認定した分析機関が 4 つあり、NCEM、CRETECH、

ロシア熱帯研究センター、 CASE。観測すべき検体数が、測定能

力より多いのが実際。 

どうか？ 
・現在、ベトナム国は多く

の農産物を欧州、日本に

輸出しているが、CALUX
で分析した結果が認定さ

れるか？輸入側は分析

結果を受け入れるか？ 
日本での公定

法化 
【2 件】 

・DXN 類類分析の公定法として CALUX の使用を認

めている日本の法律文書を教えてください。CALUX
は全ての媒体を公定法として分析できるのか？  

・ベトナム国では、MONRE が定める方法は、国際標準法または

国内標準法（TCVN）でなければならない。スライド㉓、告示 1 の 1
は、日本で標準法（公定法）として認定されているか？ 

 

ベトナム国で

の公定法化 
【6 件】 

・今年の年末に私たちの所員が提案法人で訓練を

受け、次にベトナム国の規格標準（TCVN）になるよ

うに DXN類分析の参照方法を開発し、普及させるこ

とを提案する。 
・現在ベトナムでは HR-GC/MS という 1 つの方法し

かないが、別の方法も選択できるように開発に参加

できれば良い。 
・CALUX が本当に効果的でベトナムの現実と一致し

ているのであれば、当該局が各分野に応じて定量

法またはスクリーニング法として検討・適用できるこ

とを期待する。 

・ベトナム国の規格では DXN 類などの複雑な項目は主に国際規

格を参照している（国際規格：EPA や EU,JIS,ISO 等）。 
・新しい分析方法には、MONRE がこの方法を規定する必要があ

る。 
・NCEM の役割は観測や分析のラボ業務を行う機関であり、（公

定法化に関わる）行政管理機関ではない事も了解して下さい。 

・ DXN 類 分 析 法 で は

Calux 法はベトナム標準

（TCVN、QCVN）ではない

ので、MONRE が認める

必要がある。この方法の

認証（公定化）について

MONRE に提案しました

か？これまでの結果はど

うですか？ 
 

当 該 機 関 の

対応 
所長 
・本日のセミナーでは、私たちの現在の仕事や将来

の協力の可能性について、役立つ実践的な情報が

たくさんあった。 
・CALUX が非常に実用的であり、ベトナムで活用で

きる大きな可能性を秘めていると思う。 
・この方法は、高価な設備を必要とせず、研修課程

が簡単であるため、コストを節約し、分析所での実

践力を向上させるのに役立ちます。 

分析室副室長 
・NCEM の意向は、日本側に CALUX の案件化やプロジェクトが有

ったら喜んで協力するが、その検討のためには予算が必要です。 
・CALUX 法がベトナム国で公定法に認定されれば、提案法人が

DXN 類分析の外注業者になることも可能。  
・NCEM の管理者の方針によれば、新しい分析方法を追加するた

めの協力プロジェクトには積極的に支援するし、NCEM も協力す

る。 
 

DXN 研究室員 
・CRETECH も提案法人に

協力できるが、MONRE や

MOST で認証される方が

価 値 が あ る 。 ま た 、

CRETECH は公定法に認

証する権限はないことを

理解して下さい。 
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（２）制度面 

① 公定法化のプロセスについて 

ベトナムも日本と同様に、法令に定められたモニタリング測定業務を行うには、国が定

めた共通の測定･分析方法（公定法）で行わなければならない。従って、現地の測定･分析

機関にケイラックス法を採用してもらうには、当然、同法がベトナムの公定法に認定され

ていなければならない。ベトナムの公定法化のプロセスについて、関係省庁から得た情報

からその概要は次の通りである。 

ア）MOST／VISTI（科学技術省・科学技術発明センター）： 

同センターの助言によれば、規格･計量･品質総局（STAMEQ）に直接に申請する方法

と、MOST の他の部局に申請することも可能とのことであった。ただし、次の指摘も受

けた。 

・TCVN/QCVN の承認には時間と手間がかかる。光度測定技術の事例ではすでに

STAMEQ の審議にかかって 4～5 年かかっている。MOST-STAMEQ が関係機関への聴

取、関係論文との検証を実施しているためである。 

・まずは、ベトナムのカウンターパート機関が本技術の妥当性を実証する必要がある。

つまり当該分野の専門家達が様々な対象物質（水、土壌など）を測定分析して、有効

性を実証することである。 

・手続き上は、TCVN に承認されてから、QCVN の審議になる。 

イ）MARD／NAFIQAD-RETAQ センター（農林水産物品質管理局／農林水産品品質検査･

認証･コンサルティングセンター）： 

食品分野の場合、本方法を普及させるには、次の 2 通りがある。 

・NAFIQAD において技術検証して、他の公的･民間の分析機関に技術移転する。 

・MOST で TCVN として認証する。当然、波及の影響力は強いが、これには最低 2 年か

かる。 

ウ）MONRE／N-CEM： 

・公定法化を目指すなら、環境総局（VEA）に提案書を出し、もし VEA が必要性を認め

れば、VEA（N-CEM）が技術検証して、MONRE が認証する。 

・N-CEM は技術検証をサポートができる。MOST での認証を含めると、通常は 1～2 年

かかる。費用は 100 百万 VND（約 500 千円）で、それは文書手続きの経費である（技

術検証は別）。 

エ）NAFIQAD-6 カントー分析所 

TCVN を取得するには次の条件が必要である。 

・従来法との比較で精度を含めて評価すること 

・目的がベトナム国の状況に合致し貢献できること 

・管理運営がベトナム国の状況に合致すること 

 

以上のことから、提案法人は以下のような方針をもつに至った。 

提案法人はベトナムにおける公定法化は、これまで MOST を通さないとできないと思っ

ていた。しかし、上記の関係省庁の助言の踏まえると、必ずしも MOST の TCVN・QCVN

に認証されていなくても、別の公定法化のアプローチができると考えるにいたった。つま

り、公定法化へのアプローチは次のステップを踏むことになると考えている。 

ア）提案法人がまず環境分野からケイラックス法の導入を考えるならば、MONRE 環境総

局の N-CEM をカウンターパートに決めて、そこと一緒になって環境分野の対象物を検

証し実績をつくっていく。（この場合、測定分析の範囲は部局内・当該機関内でのみ通用
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する） 

イ）ケイラックス法を MONRE で認定してもらう。これだけでも結構、その分野では公定

法的に通用する。（範囲はより広く当該分野に通用する） 

ウ）さらに水平展開したければ、当該部局と一緒に、MOST に申請する。（国内で通用する） 

 

いずれにしても、提案法人が現地機関と協力してケイラックス法で現地で実証試験を行

って実績をつくることが重要と考えている。2019 年より MONRE･VEA の独自予算で

NCEM が別のバイオアッセイ法の 1 つであるイムノアッセイ法を用いた実証試験を行っ

ているので、ケイラックス法もこの実証試験に導入できるように交渉していく考えであ

り、公定法化への加速をしたい。 

参考のため、日本（環境省）での公定法化のプロセスは次の通りであり、提案法人もこ

のプロセスに深く関与した実績がある。 

専門家からなる「ダイオキシン類簡易測定法検討会」を設置し、生物検定法を中心に検

討を行い、「ダイオキシン類簡易測定法検討会報告書」として取りまとめ公表した。この

検討結果を踏まえ、「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方」について

中央環境審議会に諮問し、その答申を踏まえ、法施行規則の一部を改正し、簡易測定法導

入の法令上の枠組みの整備を行った。その整備では、十分な精度を有する条件をつけた技

術公募を行い、その評価を踏まえ、施行規則の公布・施行し、ケイラックス法を含む 4 つ

の生物検定法を指定した。その後、マニュアル、パブリックコメント、精度管理の手引

き、国の請負資格認定制度を確立し、国主導で技術の周知、普及、運用を進めた。 

 

② 許認可について 

 キット用細胞（凍結細胞）と精製カラムを、ベトナムで現地代理店を通じて販売するに

おいては、特に規制のかかる法令は見当たらない。 

ただし、今回のヒアリングで MARD 国際協力局長と MONRE 環境総局の関係部署か

ら、ケイラックス法はベトナム国の遺伝子組み換え生物（GMO）の規制に抵触しないの

かとの質問と、それに関連した環境影響評価も必要だとの指摘を受けた。 

これに関しては、提案法人が GMO に関係する以下の技術や法令を精査した結果、ケイ

ラックス法は GMO 規制に抵触しないこと、よって環境影響評価調査の実施も不要である

と結論づけた。 

ア）GMO の定義について 

まず、遺伝子組換え技術とは、ある生物から特定のタンパク質に対応する遺伝子を取

り出し、改良しようとする生物（宿主）の細胞の中に遺伝子を導入する技術である。こ

のようにして、宿主の細胞がタンパク質を合成し新たな形質をもつようになった生物を

「遺伝子組換え生物」という。そして、GMO がなぜ懸念されるかというと、一般的に

次のことが起こる不安があるからである。 

(a) 人間の身体に害を及ぼさないか。（食品や医療の分野） 

(b) 生態系に害を及ぼさないか。 

イ）GMO 拡散を抑制する法律について 

従って、GMO が拡散しないように、各国および国際的に厳格な法律で規制がされて

おり、生態系や生物多様性に影響を及ぼさないように国際的に規制している。それが

「カルタヘナ法」である。カルタヘナ法とは、正式には「遺伝子組換え生物等の使用等

の規制による生物の多様性の確保に関する法律」と称する。 
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この法律は、生物多様性に影響を及ばさないように事前審査や適切な使用方法につい

て定めており、この法律によって安全性が確認されるまでは、遺伝子組換え生物の屋外

での栽培、生育は禁止されている。ただし、この法律で規制の対象となる危惧される

GMO には、以下の性質を有する事象は対象外で問題がないとしている。 

(a)「ヒトの細胞等」 

(b)「分化する能力を有する、又は分化した細胞等（個体及び配偶子を除く）であっ

て、自然条件において個体に生育しないもの」 

ウ）ケイラックス法の遺伝子組換え技術の安全性 

本ケイラックス法はレポーター遺伝子アッセイ法なので遺伝子組換え技術を用いる

が、上記イ）-(b) に該当するものである。つまり、ケイラックス法はマウス肝がん細胞

を用いてルシフェラーゼ遺伝子を組み込んでいるが、すでに分化した細胞であり自然条

件下で独自に増殖して個体として生育する能力はない。従って、この細胞が上記ア）で

懸念されているような周囲への拡散をすることは全くないのである。このことは、提案

法人がすでに日本の農林水産省でも確認を得ている。 

ただし、一般の人が不安を抱かないように、提案法人では使用した細胞や容器は、エ

タノール又は高圧による滅菌処理をして、さらに屋外への放出がないように厳重に措置

する手順を取っている。従って、遺伝子組換え生物に関する環境影響評価は不要である

と考えている。 

 

４．開発課題解決の貢献可能性 

提案法人が提案するケイラックス法は、従来法と比較して高額な分析装置や高度な分析技術

を必要とせず、環境中の DXN 類汚染の定量（基準値判定）及びスクリーニング（判別）を安

価で、迅速に判定できる技術である。また提案法人は、日本においてケイラックス法を公定法

化した際に技術的立場で関与した経緯があり、その技術的根拠や公定法化に向けて要求される

様々な検証データを国の機関に提供してきた経験をもつ。これがベトナムで排ガス･燃焼灰の

分析を対象に公定法化されると、次の貢献の可能性が考えられる。 

（１）より多くの公的機関や民間の分析機関においても DXN 類の分析が可能となり、ベトナム国

内の環境モニタリングの実施が格段に促進される。 

（２）ベトナムにおいて DXN 類の規制対象を大気、水、食品、生体などにさらに拡大して測定を

公定法化し、人々の生活環境に関わる安全対象を拡大する。 

（３）モニタリングをする MONRE や他の関係省庁でも、規制の法令をきちんと運用する体制づ

くりが進展する。 

 

第３ ODA 案件化 

 

１．ODA 案件化の内容／連携可能性 

（１）普及･実証･ビジネス化事業 

本案件化調査の後の ODA 案件には、「中小企業・SDGs ビジネス支援事業-普及・実証・ビジ

ネス化事業」を想定している。目的は次項の表 3.1 の通りである。 

また提案法人は、本調査と普及･実証･ビジネス化事業後のビジネス展開について、次のよう

に考えている。 

① 本ビジネスを展開するに当たっては、公定法化は重要な要件である。当面は、この公定

法化は MOST の TCVN/QCVN を目指すのではなく、MONRE で環境分野の公定法としての

認証を目指す。その公定法化は普及･実証･ビジネス化事業（ODA 事業）の有り無しに関わ
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らず、N-CEM など公的分析機関がケイラックス法の有効性、信頼性を実証しなければなら

ないし、実証されれば、MONRE 内での公定法化の手続きはそれほど時間を要せずにでき

る。 

② その実証試験は ODA 事業がなくても、提案法人は営業活動として現地に協力しながら進

めていく考えである。実証試験･評価には時間がかかるので、並行的に小規模でもビジネス

を開始することになる。このビジネスを進める上では、現地で信頼できる販売代理店を見つ

けることが重要であり、すでに候補はいくつかある。ベトナムで実際にケイラックス法が使

われていけば、それが「実績」となり MONRE などが実証試験を実施する圧力になると期待

している。 

③ しかし、公定法化については現地側の対応が遅いのは常であり、ODA 事業で公的事業とし

て実証･評価しながら、MONRE との交渉を進める方が効果が大きい。一民間企業が進めるの

と、ODA 事業として日本政府が関わるのでは、後者の方がベトナム行政機関に強い圧力にな

る。 

④ MONRE での省内の公定法化がより早く実現すれば、簡易測定法の普及によって DXN 類

モニタリングの実施が確実に進展し、POPs 条約の実施体制づくりに大きな貢献を果たすこ

とになる。 

 

（２）PDM（Project Design Matrix） 

 普及・実証・ビジネス化事業の PDM を以下の表 3.1 のように考えている。 

 

表 3.1 PDM の内容 （提案法人作成） 

目
的 

べ国の国立機関で DXN 類分析の能力と実績があるのは MONRE-NCEM であり、この機関を C/P 候

補として、産業活動で課題になっている排ガス･焼却残渣を対象にケイラックス法を MONRE の環境分

析の公定法化に認定してもらう活動を NCEM とともに推進するため、その技術的な検証・評価を行い、

その有効性を関係する諸機関に広く普及する。ビジネス展開を考慮して、この期間に、食品を管轄する

MARD（農業農村開発省）や生体を管轄する MOH（保健省）への普及も図る。 

 成果 活動 

成
果
１ 

C/P 候補機関がケイラックス法の

分析技術を習得し、公定法化に向

けた技術元との相互検証・評価を

行う技術的基盤が整備される。 

活動 1：実証による技術指導 

C/P 候補機関の MONRE/NCEM を対象に、ケイラックス法の技

術指導を実施する。 

成
果
２ 

国内普及用ツールである DXN 類

分析マニュアルが整備される。 

活動 2：DXN 類分析マニュアル作成 

弊社、C/P 候補機関によるワーキンググループを発足させケイラ

ックス法の測定マニュアルを作成する。 

成
果
３ 

ケイラックス法の公定法化及び普

及促進活動により、国内の DXN 類

に関する環境モニタリング（食品・

飼料含む）の実施を促進する基盤

が整備されている。 

活動 3：公定法に向けた活動及び普及促進活動 

1) C/P 候補機関がケイラックス法のベトナム内の HR-GC/MS

で測定した試料等を利用して、技術元とのクロスバリデーショ

ンを実施し、技術的検証・評価を行う。 

2) その結果に基づき、MONRE-VEA に公定法としての申請を

行う。 

3) VAST-CRETECH や MOH(保健省)及び MARD(農業農村開

発省)など関連する省庁などを対象とした成果報告会を開催

する。 
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（３）投入（日本側、C/P 側：業務内容、投入する人員、機材の仕様、価格等） 

① 関係機関の役割分担 

関係機関とその役割分担は、表 3.2 に示すとおりである。 

表 3.2 関係機関とその役割（提案法人作成） 

関係機関 役   割 

提案法人 

（日吉） 

・ケイラックス法に関する技術指導、技術者の派遣 

・公定法化の際の様々な検証データなどの提供・協力 

・日本の提案法人への受入活動の実施（ケイラックス法の技術研修、本技術の公定

法化に必要な条件等で日本の知見の習得） 

・普及啓発に関するセミナー等の企画・運営 

・DXN 類分析マニュアルの作成 

C/P 候補機関 

(NCEM) 

・ケイラックス法の分析技術の習得 

・C/P 候補機関が所有する分析室、設備および人材の提供・DXN 類分析マニュアル

作成・公定法化手続きを推進するワーキンググループの設置 

・MONRE 内での公定法化に向けた技術的検証・評価、および MONRE-VEA への手

続き。 

MONRE 
・環境分野の公定法化に向けての評価、検証、認証 

・成果報告会等への参加 

 

② 投入人材・資機材 

人 材：提案法人の分析技術者の人的資源の投入（2 名程度） 

資 金：67 百万円程度を想定（普及･実証･ビジネス化事業の範囲内である） 

資機材：ケイラックス法に必要な主な資機材一式は以下の通りである。 

ア）C/P 候補の MONRE/NCEM には以前に SATREPS 事業で、資機材のルミノメーター、

CO2 インキュベーターを導入済みなので、保有資機材の調査を踏まえ不足機材を新

たに投入する。 

イ）細胞培養用の資機材：安全キャビネット又はクリーンベンチ、遠心分離機 

ウ）前処理用の資機材：ターボバップ 

（４）実施体制図 

 実施体制を図 3.1 に示す。 

図 3.1 普及･実証･ビジネス化事業の実施体制（提案法人作成） 
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（５）活動計画、作業工程 

 活動計画と作業工程を表 3.3 に示す。 

（６）事業額の概算 

総額：67 百万円 

内訳：資機材･輸送費- 20 百万円、旅費･交通費- 15 百万円、現地活動費- 10 百万円、外部人材

費- 20 百万円、本邦研修費- 2 百万円 

 

（７）C/P 候補の機関組織と協議状況 

① 想定するカウンターパートと役割  

C/P 候補機関の役割は次の通りである。 

ア）ケイラックス法の分析技術の習得 

イ）C/P 候補機関が所有する分析室、設備および人材の提供・DXN 類分析マニュアル化に

向けたワーキンググループの設置  

ウ）MONRE 内での環境分野の公定法化に向けた技術的検証・評価、および MONRE-VEA

への手続き。 

エ）普及･実証･ビジネス化事業の終了後も、所属省の承諾を受けて引き続き公定法化の認

定に向けて、提案法人と協力して活動を行う。 

② 協議状況 

C/P 候補機関には表 3.4 に示す 5 機関のいずれかで考えていたが、本調査でのヒアリング

やミニセミナーでの意見交換や情報収集の結果、現状では MONRE-NCEM が妥当と判断し

た。理由は下記に詳述する。 

ア）ベトナム国における環境モニタリングの中心機関である。 

イ）・DXN 類分析の実績が高い。 

ウ）上部機関が環境総局（VEA）であり、MONRE でケイラックス法等の新しい方法を省

内で認定できる行政部署である。VEA 副総局長はケイラックス法の効率性（分析時間、

低価格）に高い関心を示した。 

エ）ただし、NCEM はケイラックス法に一定の理解を示すつつも、導入に強いニーズが見

られないので、ここの変革を図らなければならない。 

表 3.3 普及･実証･ビジネス化事業のスケジュール案 （提案法人作成） 

2023年 2024年 2025年

事業期間 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月

活動1： 実証による技術の理解促進

　a) 資機材の輸入設置

　b) 本邦で受入活動 ■ ■

活動2： DXN類分析マニュアル作成

　a) ワーキンググループの発足 ■

活動3： 公定法に向けた活動及び普及促

進活動

　a) C/P機関での検証、評価

　b) MOSTへの公定法化手続き

　c) 関係省庁への普及
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一方、ケイラックス法に高い関心を示したのは MARD-RETAQ センターであるが、ここ

は以下の理由で保留とした。 

ア）同センターが HR-GC/MS を導入するのは 2022 年度であり、まだその分析実績が少な

い。 

イ）生体・食品は技術的に高い精度を要し、感度の良い細胞を使用することが適切である

が、提案法人にはまだその実績がない。 

ウ）生体･食品は有望な測定対象ではあるが、現時点では需要である分析検体数が増加して

いるとはいえ少ないことから、時期尚早かとも考えている。 

エ）積極的な発言もあり、公定法化とは別に、センターの分析室内での研究的要素で技術

提供をして、手元で使用し、センター分析室での実績を高めていく必要性が高いと感

じる。 

VAST/CRETECH は、彼らの意見ではあくまで研究機関でありケイラックス法の実証試

験には協力するが、環境モニタリングの管理機関ではないため公定法化に申請する主体に

はなれないとのことであったので、候補からは除外する。 

③ これまでの準備状況 

ア）本調査の提案までに、当該提案法人（団体）が行った取組 

提案法人がケイラックス・ビジネスを展開するために実施してきた取り組みを表 3.5

に示す。 

 

表 3.5 これまでの取組 （提案法人作成） 

年代 活動内容 

2002 年 ベトナム-アメリカ科学会議に参加し、ケイラックス法技術を紹介 

2009 年 世界銀行（「REGIONAL CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR RISK MANAGEMENT 

OF POPS IN SOUTH EAST ASIA / National Training Workshop on Human Health Risk 

表 3.4 C/P 候補機関 （提案法人作成）  

 機関名 候補理由 
HRGC-
MS の
所有 

   提案企業の現在の評価  

1 MONRE/N-CEM

（北部環境モニタ

リングセンター） 

当初からの候補。ケイ

ラックス機材あり、人

材もあった。 
〇 

機材はあるが、過去の人材は流

出。副総局長は熱心だが、同法

の技術への不信感を払拭でき

てない。 

〇 

2 MONRE/C-CEM

（中部環境モニタ

リングセンター） 

中部は DXN 汚染のホ

ッ ト ス ポ ッ ト あ り

（JICA ベトナムの助

言） 

✕ 

HRGC-MS がないと実証事業

ができない。 
✕ 

3 VAST/CRETECH

（科学技術アカデ

ミー､研究･技術普

及センター） 

当初からの候補 

〇 

研究機関なので、モニタリング

の公定法化には不適切との申

し出が彼らからあった。 
✕ 

4 MARD/NAFIQAD-

RETAQ センター

（農産品品質管理

局） 

センター長が大変に

意欲あり。JICA 技協が

並行して活動。 
△ 

2022 年に DXN 機材が入る予

定。食品分析は増加傾向にある

が、需要数が未知数である。 
△ 

5 MOH/NIOEH セン

ター（労働環境衛

生センター） 

センター長が大変に

意欲あり。 ✕ 

HRGC-MS がないと実証事業

ができない。 

保健分野の需要数が未知数。 

✕ 
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Assessment and Management of POPs」）に参加し、ケイラックス法の途上国での活用事例

を報告 

2012 年 ベトナムで実施された SATREPS 研究事業「ベトナムおよびインドシナ諸国における、バイオマ

スエネルギーの生産システム（植林・製造・利用）構築による多益性気候変動緩和策の研究

（2012～2016、代表：大阪府立大学）」に参画し、MONRE/CEMに対して、ケイラックス技術の

受入研修や現地指導を実施 

2015 年 MONRE 主催「Seminar on Vietnam - Japan Experience and Knowledge Sharing」に参加

し、ケイラックス法技術を紹介 

2018 年 

～現在 

MONRE/NCEM 等へのヒアリング、現地調査を実施し、以下の情報等を入手した。 

 DXN の規制強化により、対象事業場（化学工場、製紙工場、セメント工場、製鉄工場、火力

発電所）は、年 4 回のモニタリングの実施とその結果の報告を義務付けられるという規制強

化の施策ができたとの口頭情報を入手。文書の入手はできていない。 

 MONRE 独自の資金で、「バイオアッセイのパイロットスタディー」が始動。複数の簡易測定

技術を用いて GC/MS との検証を行う。特に MONRE では DXN 類の需要が高まりつつあ

ることを危惧し、スクリーニング法の導入を望んでいる。精度だけではなく導入費用、コス

ト、時間なども検証し、本技術も対象技術となる。 

 技術的導入と法整備に関して意見交換を実施。C/P 機関として、MONRE/NCEM で問題な

いことを確認。ケイラックス法の公定法化については、NCEM から MONRE-VEA に申請

し、まずは MONRE にて環境分野の省内公定法に認可することになる。 

 本案件化に関して、弊社及び MONRE/CEM が協力して進めて行くという確約として、ミニッ

ツ・オブ・ミーティング（MM）を締結することとなった。 

 

（８）他 ODA 事業との連携可能性 

 前述、第 1 の「表 1.1 関連する ODA 事業」に記載した ODA 事業のうち、現在ベトナムで

実施中の事業は表 3.6 の 1 件である。 

 
表 3.6 関連する実施中の ODA 事業 （提案法人作成） 

ODA 事業名 事業の概要 当事業の関係性 

⑤  枯葉剤／ダイオ

キシン濃厚汚染地区

における低体重児の

発育改善プロジェク

ト 

草の根技術協力事業（草の根パートナー型）、

2019 年 8 月～2022 年 7 月。金沢大学客員教

授･城戸照彦の研究グループ。母乳の DXN

類濃度が高い地域ほど低体重児が多いこと

から、枯れ葉剤の汚染地域フーカット県で質

の高い母子保健活動を支援する。 

DXN 類が人体健康に及ぼす影

響を対象としている点は、提案法

人のモニタリングビジネスの目標

である DXN 類の排出低減の重

要性と繋がる。 

 

２．新規提案 ODA 事業の実施/既存 ODA 事業との連携における課題･リスクと対応策  

（１）制度面にかかる課題･リスクと対応策 

課題･リスク： MONRE 内での公定法の承認に予想以上に時間がかかる。 

対策： 申請側である NCEM 並びに認可側である MONRE-VEA と連携・協議を強めて進め

ることが必要である。 

（２）インフラ面にかかる課題･リスクと対応策 

課題･リスク： 特に問題はない。 

理由： 提案技術や製品の実証に必要な分析室の整備については、DXN 類分析の中心的役

割を担っている C/P 候補機関の MONRE/NCEM が充実していることを確認している

ため。 
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（３）C/P 体制面にかかる課題/リスクと対応策 

課題･リスク： MONRE-NCEM が環境モニタリングの監督官庁であり、人員と予算が削減

され多忙になっているため、ケイラックス法の分析業務に十分に対応できない可能性

がある。 

対策： 提案法人からの依頼業務を最小限に明確にして効率的に行ってもらえるようにす

る。 

（４）その他課題･リスクと対応策 

特にない。 

 

３．環境社会配慮等 

（１）監督官庁の MONRE が DXN 類分析を行う機関に求める基準は、その分析過程で DXN 類

が漏出することがないように厳重な施設とその管理体制であり、その条件を満たした施

設にしかライセンス認定が行われない。提案法人はこの条件に準拠した分析機関（既存

および新規）へのケイラックス法導入を計画しているので、新たな環境配慮の調査をす

る必要はない。 

（２）ケイラックス法で使用する遺伝子組換え技術については、環境社会配慮調査は不要であ

る。理由は、前述の第２／３．現地適合性／（１）技術面／②許認可の項で、詳細に説

明してある。ただし、MONRE-VEA にはその内容を説明して合意をとる必要はある。 

 

４．ODA 案件事業実施/連携を通じて期待される開発効果 

（１）公定法化に必要な簡易測定法の有効性･信頼性とは、C/P が従来法で分析した試料を利用

してその比較、繰り返し精度、定量下限値などが求められるが、実証試験･普及活動でそれ

らを実施し証明するので、公定法化の認定手続きが促進される。 

（２）公定法化の対象物が、既存の土壌･堆積物と本件で推進する排ガス･焼却灰に加えて、水、

食品（MOH、MARD）、生体（MOH）を対象にできることが明らかになる。 

（３）これまで 4 ヶ所に限られていた DXN を分析できる機関以外の大きな地方省や 5 つの政令

都市の DONRE 環境モニタリングセンターにも簡易測定法が広く認知される。 

（４）簡易測定法の利点が認知されることで、DXN 類の環境モニタリングの分析頻度を増やし、

測定時間、単価の低減から運用の効率化を進める契機になる。 

 

第４ ビジネス展開計画 

１．ビジネス展開計画の概要 

ビジネス展開の概要を図 4.1 に示す。 

前述、第２の 2．（５）「ターゲット市場」で説明したように、DXN ケイラックス法のビジネ

スには次の 2 つの形態を考えている。 

① 精製カラム･凍結細胞の販売や機材装置の販売、技術サービス販売  

② ライセンス契約 

ケイラックス法の核心は遺伝子組換えして生物発光できるようにしたマウスの肝がん細胞で

ある。この細胞は、購入先の分析所が自ら培養すれば、自分たちで継続して分析に使えるが、

その細胞と培養方法など一式を提供するには、②のライセンス契約が必要であり、これは高額

になる。①は培養操作ができないようにした使い切りの凍結細胞で、分析毎に凍結細胞の購入

が必要であるが、検体数が多くなくスポットでの分析の場合に効果的である。ケイラックス法

にもルミノメーターなどの機材が必要なので、併せて①としてその販売を行うものである。 

国内外では、これまでは上記の②を主として行ってきたが、ベトナムのような途上国では知
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的財産へ対価を支払うビジネスが成熟しておらず、②で年間 2～3 百万円を継続して支払う機

関は見いだしにくいと予想している。 

従って、ベトナムでの当面 5 年間のビジネスは、まず上記①の形態のキット製品販売および

技術サービス（指導）を現地分析機関（公的研究所、民間分析会社等）に販売する。さらに細

胞分譲を希望する顧客に対しては上記②のライセンス契約を締結する。 

なお、上記①と②が順調に進み、条件が揃えば提案法人の分析センターをベトナム国内に開

設し、分析の受託業務や周辺各国に展開することも視野に入れている。 

 

２．市場分析 

（１）市場の定義、規模（ベトナム国における） 

① 市場の定義 

ターゲットとする市場はベトナム国内の DXN 類分析市場であり、２つ考えられる。1 つ

はケイラックス分析法を導入する分析機関であり、直接的な顧客である。２つ目は法令規

制により DXN 類測定を義務づけられる工場や事業場であり、これらは間接的な顧客であ

る。 

② 市場規模 

ア）対象の顧客 

提案法人が対象とする直接の顧客は、国の研究機関、分析機関及び民間分析機関であ

る。現在 DXN 類分析が可能な機関は 4 機関であるが、上記の DXN 類分析市場規模から

も、現在環境モニタリングのライセンスを取得している分析機関は約 220 機関あるので、

提案法人はこれらの分析機関をターゲットにケイラックス・ビジネスを展開する。 

図 4.1 想定するビジネス展開計画の概要（ケイラックス・ビジネス）（提案法人作成） 
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イ）分析機関で受注する DXN 類の検体数と価格 

主要な分析機関のヒアリング調査の結果、DXN 類分析の現状の検体数を表 4.1 に示す。

いずれも HR-GC/MS を用いた従来法である。 

 

表 4.1 DXN 類分析の検体数と価格 （提案法人作成） 
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従来法による DXN 類の分析検体数は 4 機関で年間約 1,700 件である（食品分析を含

む）。DXN 類の分析単価は、1 検体あたり 35,000 円～75,000 円であり、分析対象や検体

数によって異なっていると思われる。食品分析の NAFIQAD-6 を除外すれば、50,000 円

～75,000 円で、平均して 57,500 円になる。 

 

ウ）民間の環境調査会社 

 民間の環境系の分析会社に、ケイラックス法の導入についての関心を知る目的で聴取

し、以下の回答を得た。 

(a) ベトナム系の A 社（民間分析所） 

・ハノイ所在の環境モニタリング･コンサルティングの会社。 

・DXN 類の測定業務は、年 50～70 件ほど受注している。同社が行うのは試料採取の
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みで、分析は MONRE/N-CEM や VAST/CRETECH に外注している。 

・DXN 類の試料採取ができるのはベトナム国で 20 機関くらいであり、同社は国立 N-

CEM に次いで 2 番目の実績がある。社員は N-CEM で訓練を受けた。 

・ケイラックス法を知ったのは初めてであり、同法が本当に安価で迅速ならば、我々

の顧客には非常にメリットになるので、同法の販売代理店になっても良い。 

・ケイラックス法が日本国で既に公定法になっているなら、なぜ提案法人はベトナム

で TCVN や QCVN を取得しようとするのか？例えば、試料採取･分析で

TCVN/QCVN がない場合は、我々は米国 EPA の標準を使っているので、ケイラック

ス法もそれと同様と考えている。 

・同社は今年 6 月に VIMCERT を MONRE で更新する。もし提案法人が望むなら、

VIMCERT にケイラックス法を入れることができる。提案法人が同法の施設を同社

に設置して、早速に DXN 類分析のビジネスを始めて実績をつくれば、他の機関が

追随してくるだろう。そうすれば、同法がベトナム国で早く広まると考える。（--> 

この提案については、提案法人は当該企業に対して、民間企業と組むのは時期尚早

であると回答済みであり、提案法人は現地公的機関と共同で実証する実績がなけれ

ば拡大の展望がないと認識している。） 

(b) 日系の B 社 

・会社は Hung Yen 省（ハノイの南東に隣接）に所在。工場の環境モニタリングを主業

務とする。分析施設も保有している。 

・DXN 類の測定業務を受注したことはあるが、その採取も分析も外注に出す。分析は

MONRE/N-CEM である。 

・DXN 類測定の要望はあまりなく、日系企業からも引き合いはない。原因として、EIA

レポート（環境影響評価報告書）に環境モニタリング項目として DXN 類が記載さ

れていないからと思われる。現在は、DXN 類の分析機器を入れるつもりはない。 

・ベトナム国での一般的な環境モニタリング項目の分析単価は非常に安い。四半期に

1 回、年間 4 回の環境モニタリングで、一般的な測定なら年 10 万円程度。排水の全

項目を実施しても 2 万円はいかない。環境モニタリングのニーズは高いと思うが、

分析機関が指定されてたり、発注元の企業の環境担当がベトナム人であり交渉など

の面で苦労がある。 

・DXN 類の分析ニーズについては新しい環境保護法では廃棄物処理に関して規制が

強化されるので、焼却炉の増加が予想される。 

・ベトナム国では分析室を持つ会社を設立する場合には、媒体ごと、項目ごとに認証

を取っていく必要があり、これに相当の時間と労力が必要であり、同社の場合は 1

年を要した。 

・ケイラックス法については、現時点では導入や販売代理店への関心はない。 

・公定法化についてだが、TCVN にはどれも文書の最後に「この分析技術に限らず、

同等のものであれば良い」ということになっている。ある分析技術が JIS の規格に

なっており、国際的にみても遜色なければベトナムで利用しても問題ないというこ

とになる。 

(c) 日系の C 社 

・会社はホーチミンに所在。主に大型プラントの排ガス調査を行い、ベトナム国だけ

でなく、アセアン諸国も対象とする。分析施設も保有している。 

・ 排ガス中の DXN 類を測定分析できないかとの引き合いはよくあるが、DXN 類の分

析機器は持っていないので対応していない。 
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・DXN 類の分析ニーズは、排ガス分野については増加するとは今のところ思ってい

ない。EIA において DXN 類が評価対象項目になっていないからである。ただし、

建設ラッシュなので土壌分野は増加するかもしれない。 

・現時点では DXN 類分析をするつもりはない。公的機関が独占してるなかで、敢え

てケイラックス法を入れてまで参入しようとは思わない。 

・ケイラックス法の利点を活かして競争するなら、検体数が多くなることと、現行の

DXN 類分析単価の半分に下げないと受け入れられないだろう。 

・公定法化についてだが、同社は分析項目の認証について、当初は US-EPA 規格で認

証をとっていたが、JIS 規格で認証を取った項目もある。ただし、US-EPA 規格と

JIS 規格の比較や JIS 規格の有用性などの審査で 2 年ぐらいを要した。 

・ ベトナムでの大型廃棄物焼却施設（廃棄物発電）のニーズが高まっているが、海外

の投資がないと中々進まないのではないかと推察している。小型の廃棄物焼却施設

が拡がっている地域もあるが、EIA の対象にならない規模で環境に悪影響が出てい

る（--> 提案法人の解釈ではこれは、DXN 類のモニタリングは事業の業種や規模で

指定されており、その指定に引っかからない業種や小さい事業ではモニタリング義

務がないので実施していないが、そういう業種や小規模でも環境劣化は進行してい

るということを意味する。）。 

エ）DXN 類モニタリングの対象の工場･事業場数の予測 

現状ではベトナム国での DXN 類分析の検体数はまだまだ少ない。しかし、C/P 候補機

関などからのヒアリング及び独自の現地調査によると、2018 年からベトナム国内の DXN

類規制が強化されており、規制対象となる工場・事業場の数は表 4.2 のとおりに予測さ

れる。約 1,500 施設が存在する。これらの施設が年 4 回、排ガス・灰及びその他の環境影

響が考えられる大気、土壌、底質、環境水に対する環境モニタリングを実施したと仮定

すると、年間約 35,000 の分析検体が発生することになる。また、簡易分析法として認知

されることで、国内管理や海外欧州 EU への輸出管理の食品や飼料中の分析検体も発生

すると考えられるので、これ以上の市場規模になることが予想される。 

表 4.2 ベトナムでのダイオキシン類の分析市場規模 （提案法人作成） 

(1) 規制対象の業種と箇所

1.医療廃

棄物焼却
炉

2.廃棄物焼

却炉

3.化学工場 4.セメント

工場

5.火力発電 6.製紙工場 7.製鉄工場
合計

(箇所)

400 90 450 100 41 247 120 1,448

(2)  排ガスサンプリングに伴うダイオキシンの分析検体数 11,584 /検体･年

(3)  一般環境中からのダイオキシンの分析検体数 23,168 /検体･年

(4) ベトナム国での分析市場　　(2)+(3) 34,752 /検体･年

排ガスとそれに伴う灰の2つの媒体について、年四回の測定義務が生じる、

[ 1,448箇所×2媒体（排ガス・灰）×4回（義務）・件/箇所・年 ]

上記発生源箇所の周辺の環境（大気・土壌・底質・環境水）をモニタリングし
なくてはならい。
[ 1,448箇所×4媒体（大気・土壌・底質・環境水）×4回・件/箇所・年 ]
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オ）特定の規制を受ける工場 

(a) 食品製造輸出企業 

ベトナム国内で製造した食品・飼料の輸出先が欧州の場合は、輸出先より DXN 類

の分析結果を求められる。このような輸出用食品･飼料の DXN 類分析は、原則的に

は MARD-NAFIQAD (National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Development：

全国農林水産品質保証開発) が実施するもので、ベトナム南部のカントー市に

NAFIQAD-6 として支所がある。この NAFIQAD-6 カントー支所には GS-MS 装置があ

り、DXN 類を従来法で分析している。また、ホーチミン市 DOST-CASE 分析センタ

ーでも従来法による DXN 類分析を行っている。これらの機関に食品分析について聴

取した。 

(i) NAFIQAD-RETAQ センター（ハノイ） 

・輸出食品の場合は、当該企業から DXN 類分析の依頼があれば実施するもので、

定期的なモニタリングは国内ではお茶以外には行っていない。お茶は年 1 回の

モニタリングを実施している。 

・ただ、食品分野の検査の指標では微生物、病原菌、化学物質が主流であり、現状

では DXN 類の優先順位は低い。 

(ii) NAFIQAD-6（カントー分析所） 

・ベトナム国内では食品分析のモニタリング規制はない。EU に輸出する国内企業

などからの依頼に応じて DXN 類分析している。 

・対象物質は、食品、水産加工に利用する水、動物性食品である。 

・分析数がまだ月 100 検体しかないが、当該分析所が現時点で扱えるのが「水産

物」のみだから少ない。2022 年には分析対象に「畜産物」で ISO17025 を取得す

るので、検体数は増加すると予想している。 

ベトナム南部を拠点とする NAFIQAD-6 カントー支所とホーチミン CASE で、食品

分析は月 100 件以上の実績がある（表 4.1 より）ことから、現地の食品製造輸出企業

に DXN 類分析のニーズを聴取したく、いくつかのルートで依頼をしたが、残念なが

ら食品製造輸出企業には聴取することができなかった。 

しかし、欧州では食品の DXN 類分析としてケイラックス法はすでに公定法として

認定されていることから、欧州向けの食品輸出をする企業があれば、ケイラックス法

は従来法よりも安価で分析期間が短いので、体制を作れば受託の可能性がある。従っ

て、提案法人は今後、ケイラックス法の現地実証事業を進める中で、食品輸出企業に

直接に接触しニーズを確認する考えである。もしこのような企業ニーズがあれば、提

案法人は公定法化を待たずにケイラックス法で少しでも分析ビジネスを開始できる

し、その動きが、現地行政が公定法化へ動く圧力になる可能性があると考えられる。 

(b) 廃棄物処理系企業 

環境モニタリングの規制を受けている企業について書面によるヒアリング調査を

行った。それには VAST-CRETECH の紹介を受けて現地企業 5 社に申し入れし、以下

の 2 社から回答を得た。 

(i) A 社（Vun Tau 省、ホーチミンの南東に隣接） 

・業種：廃棄物取り扱い 

・排気ガスの一般測定と DXN 類を年に 4 回実施（3 月、6 月、9 月、12 月）。モニ

タリングは Decree 40/2019/ND-CP 、 Decree 38/2015/ND-CP および Circular 

36/2015/TT-BTNMT に従って実施している。 

・DXN 類の測定は VAST-IET（環境技術研究所）に委託して実施している。 
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・ケイラックス法は知らないが、もし公定法化されたら活用したい意向はある。 

・2022 年から施行される新環境保護法には対応する準備をしている。 

(ii) B 社（Bac Ninh 省、ハノイの北東に隣接） 

・業種：廃棄物取り扱い 

・排気ガスの一般測定を年に 4 回実施（3 月、6 月、9 月、12 月）。測定は Decree 

40/2019/ND-CP、Decree 38/2015/ND-CP および Circular 36/2015/TT-BTNMT に従っ

て行い、DXN 類の測定は年 2 回行っている。 

・DXN 類の測定は MONRE-SCEM（南部環境モニタリングセンター） や VAST-IET

（環境技術研究所）に委託して実施している。 

・ケイラックス法は知らないが、もし公定法化されたら活用したい意向はある。 

・2022 年から施行される新環境保護法は承知しているが、対応準備はしてない。 

いずれの企業もケイラックス法が公定法化されれば、活用する意向は示していたので、

同法に関心をもってもらえたと認識している。 

カ）ベトナム戦争時の枯れ葉剤による DXN の土壌汚染地 

枯れ葉剤による DXN の土壌汚染地があり、べ政府は近年は DXN の除染に力を入れ

ている。主な対象はベトナム戦争時の元の米軍空港であり、除染自体はベトナム国防

省が担当しているが、除染地の DXN モニタリングで分析は必要になる。また元の米軍

空港だけでなくその周辺部の宅地開発や工業団地も問題になる。モニタリング分析の

市場としてはこれらの地域も対象になるので、国防省と MONRE などで除染対象地の

役割分担ができているのかを関係部署にヒアリングを試みた。 

DXN 類除染事業についてはオフィス 701 室が運営管理しているが、その主体は国防

省であり、面談と情報開示の承諾は得られなかった。また、オフィス 701 室の責任部

署の 1 つである MONRE-VEA にも聴取したが、除染地とその周辺地域の DXN 類モニ

タリングに MONRE が関与していることは分かったが、その詳細な情報は開示しても

らえなかった。 

一方で、本除染事業に自社費用で実証試験を行っている清水建設にヒアリング調査

を行い、以下の情報を得た。 

・清水建設の土壌除染システムは、薬剤洗浄と熱を組み合わせて効果が高くてコスト

の安い技術である。 

・清水建設はホットスポットであるビエンホア空港18で、国防省研究所などと協力し

て自主的に実証事業を行ってきた。DXN 類の分析はベトナム側が行っており、同社

でもクロスチェックを行ったが、同じ精度でありベトナムの分析能力が劣らないこ

とも分かった。 

・ビエンホア空港での除染事業は米国の資金で動いてるので、今後、どのように展開

するかは分からない。 

・清水建設は土壌除染事業についてはアジアで活動を展開したいし、特にベトナムで

活動継続ができればと考えているので、提案法人とも協力できる分野があれば良い

ので、今後も情報交換を続けたい。 

 

以上より、市場規模についてまとめると次の通りになる。 

ア）環境や食品の分野で、DXN 類分析を従来法で行っているのは 4 機関でしかないが、

                                                   
18 ベトナム戦争時に米軍の空軍基地であり、枯れ葉剤の貯蔵庫があり、敗戦時に米軍が河川を含む周辺に

大量に廃棄した。貯蔵量が多かったので、以前から同地は高濃度汚染地であると特定されていた。 
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MONRE から環境モニタリングのライセンスを持っているのは、官民で 220 機関あるの

で、これらが直接の顧客対象となる。 

イ）DXN 類の分析検体数は、この 4 機関で年間約 1,700 件である（食品分析を含む）が、

法令で環境モニタリングの実施を義務づけられる工場･事業所数から推定すると、年間

35,000 件程度の検体数が発生するはずであるから、分析が追いついていない状況が見え

てきた。よって今後、ケイラックス法の導入のニーズが高まることは予想される。 

ウ）従来法による DXN 類の分析単価は、1 検体あたり 35,000 円～75,000 円である。分析対

象や検体数によって異なっていると思われる。食品分析の NAFIQAD-6 を除外すれば、

50,000 円～75,000 円で、平均して 57,500 円になる。ケイラックス法の分析単価はこれの

50％以下にする必要はある。 

エ）除染事業での DXN 類モニタリング事業についてはベトナムの公的分析機関が担って

おり、それは表 1.2 に示した現地分析機関が行っているらしい。提案法人が民間の委託事

業として請け負うにも、ケイラックス法がベトナムでの公定法に認定されないと採用し

てもらえないという構図が見えてきた。従って、この分野でケイラックス法をビジネス

として先行させて進める可能性は小さいと考えている。 

 

（２）ビジネスの実施体制 

資機材販売（精製カラム、凍結細胞、導入装置など）は現地代理店が行い、ケイラックス法

の技術トレーニングサービスは弊社技術者が実施する。 

将来的には現地法人化を視野に入れており、現地法人が設立された場合には現地からの受

託分析事業をはじめ、ケイラックス・ビジネス（資機材販売、技術トレーニングサービス、ラ

イセンス販売）が実施できる体制を整備する。 

 

（３）競合分析、他社製品との比較優位性 

① 国内外の競合他社製品 

日本国内には、公定法として認定されたバイオアッセイ技術のうちケイラックス法を含

め 3 技術がビジネス展開している。それらの技術の中で海外展開を行っているのは、弊社

が取り扱うケイラックス法のみである。 

また海外にはオランダ（BDS 社）と中国に、細胞の種類は異なるがケイラックス法と同

様の技術が存在する。オランダの細胞は、先進国の欧州、日本、南米などに食品を中心とし

て導入展開しているが、廃棄物を中心としたベトナムには展開していない。中国の細胞は、

自国内での実績つくりに終始している。 

米国 CAPE 社のイムノアッセイ法がある。今年 2019 年から MONRE/NCEM が「バイオ

アッセイのパイロットスタディー」としてスクリーニング法への適用試験を進めていると

聞いている。2019 年～2020 年が試験期間である。 

② 比較優位性 

ケイラックス法は、他の製品と比較して、低濃度まで測定できる感度をもつことや廃棄

物から食品、生体まで幅広い測定討を行った実績があることで、土壌、底質、水質、排ガス

などの多様な環境媒体や食品・飼料など幅広い検体への適用が可能である。さらにケイラ

ックス法は前述のとおり、日本、米国、EU、台湾において公定法として認められている信

頼性の高い技術である。 
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３．バリューチェーン 

DXN類分析ビジネスのバリューチェーンは図 4.2 のように考えている。 

（１）当面 5 年のビジネス 

① ベトナムで販売代理店を契約する。販売代理店は、環境資材の輸出入を扱った経験のあ

る現地企業か日系企業を視野に入れている。 

② ケイラックス法に必要な資機材は、日本で提案法人が外注契約する民間企業が作製する。

現地代理店がそれを輸入し、現地分析機関に販売する。 

③ ケイラックス法の直接の顧客は、この現地分析機関であるが、この需要を強化するため

の営業活動が必要である。この営業活動には、最終の需要先である規制対象者の拡大も含

まれ、規制対象者とケイラックス法を導入する分析機関との繋ぎをする活動も要る。これ

らの営業活動を進めるにも、やはり現地でのケイラックス法を使った実証試験を行なわな

ければ先に展開できないことが本案件化調査で十分に認識できた。 

（２）公定法化への協力 

① 上記のビジネス活動とともに、ケイラックス法を公定化する活動を行う。公定法化は現

地の分析機関の実証活動･評価手続きと、MOST での行政手続きがあり、提案法人は一連の

手続きに技術協力する。 

② 公定法化されれば、技術指導は製造元が直接指導するが、実証試験に携わった MONRE-

NCEM か VAST-CRETECH が、他の公的分析機関や民間分析機関に実際の運用面のアドバ

イスができ、精度的相互協力（クロスチェックなど）する。 

 

図 4.2 ダイオキシン類分析ビジネスのバリューチェーン （提案法人作成） 
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４．進出形態とパートナー候補 

（１）進出形態 

① 当初 5 年程度は、現地代理店を通じた製品販売を中心とする。 

ア）提案法人の現地でのビジネスパートナーは、販売代理店となる現地企業または現地の

日系企業と考えている。これらの民間企業と販売代理店契約を締結し、キット用凍結細

胞と精製カラムの製品一式を、同代理店を通じて顧客（公的分析機関や民間分析会社）

に販売する。 

イ）上記の販売事業が進展して、さらに細胞分譲を希望する顧客に対しては、提案法人が

直接に営業しライセンス契約を締結する。 

② 上記①が順調に進展し条件が揃えば、単独資本または現地の環境系企業と合弁会社を設

立し、製品販売だけでなく、DXN 分析業務の受注をめざす。 

（２）パートナー候補 

① 現地代理店 

 現地企業としては分析機器･薬品などの輸入販売業務を行っている会社や、環境調査･分

析業務を行っている環境サービス会社を考えている。輸入販売代理店である Viet Chem Co. 

Ltd を候補に考えている。 

② 共同出資者 

 現地の環境調査･分析業務を行っている環境サービス会社を考えている。ベトナムではま

だ資本やインフラがしっかりした環境サービス会社は多くないが、ハノイとホーチミンで

はいくつかの会社がある。 

 

５．収支計画 

（１）収支予測 

事業計画を表 4.3 に示す。 

以下の 2 つのステージを考えている。JICA 普及･実証･ビジネス化事業が不採択でも、2022

年には自社資金で C/P 候補に協力して、ケイラックス法の実証試験を行う考えである。 

① ビジネス１：分析キット販売、技術サービス 

積算条件は以下の通りである。 

ア）当初の 5 年間は、現地の代理店を通じてキット用凍結細胞と精製カラムの製品一式、

簡易分析を実施する公的機関又は、民間分析機関に販売する。 

イ）販売先となる分析機関は、1 年目 1 機関、2 年目 1 機関・・・ 

ウ）分析機関は細胞培養を行わない。 

③ ビジネス２：ライセンス契約 

上記のビジネス１の状況を見定めて、さらに細胞分譲を希望する顧客に対しては、提案法

人が直接に営業しライセンス契約を締結する。ライセンス契約は、基本ライセンス料＋ロイ

ヤリティー料であり、相場はライセンス 1～3 百万円、ロイヤリティー2,000～5,000 円/検体

くらいである。相手機関はこの経費を分析価格に上乗せすることになる。従って、相手機関

の分析価格と検体数が相場を決める重要な情報になる。 

事業開始後 4 年目くらいからライセンス契約を締結する想定。 

 

環境意識の高まりによる枯葉剤問題解決、POPs 条約批准による国際対応、ベトナム国内の

経済発展に伴う国内対応、DXN 類の認知度が高まりつつある中、今般の環境媒体の公定法化、

枯葉剤含む土壌の除染、食品の輸出検査の中で DXN 分析実施の重要性が高まり、自国内での

整備ができれば、従来法の代替法として簡易法にかかる資機材販売、ライセンス契約の増加が
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見込まれると予想する。 

 

表 4.3 ケイラックス･ビジネスの事業計画 （提案法人作成） 
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（２）投資計画、事業化スケジュール 

① 調査   ：2023 年 10 月～2025 年 10 月(普及･実証･ビジネス化事業) 

② 公定法化  ：2025 年 11 月～2026 年 12 月（MONRE での認定） 

③ 販売代理店の交渉 ：2026 年 6 月～2026 年 12 月 

④ 販売ライセンス等の取得 ：2027 年 1 月以降 

⑤ 事業開始  ：2027 年 1 月以降 

⑥ 投資回収の見込み        ：4 年目から単年度黒字、5 年目から累積損益が黒字転換する

計画（表 4.3 参照） 

 

本格的なビジネス事業は販売代理店との交渉以降になる。 

それまでの調査、普及･実証･ビジネス化事業（ODA 事業）および公定法化は、ビジネス事業

の準備の位置づけである。提案法人は ODA 事業を使用しない場合でも自社で現地にてケイラ
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ックス法の実証試験を行う考えである。いずれの資金であっても実証試験の実施が公定法化や

ビジネス化の大前提と考えている。公定法化は MOST の TCVN を目指すのではなく、MONRE

で環境分野の分析方法として省内認証（TCCS）を目指すものである。 

ケイラックス法の公定法化は、ビジネスを展開する上で重要な要件ではあるが、ビジネスを

始める必要条件ではない。もし輸出用食品の分析などベトナム国内法に規制されない分野で需

要があれば、ケイラックス法の導入可能性はある。 

 

６．想定される課題･リスクと対応策 

（１）法制度面の課題･リスクと対応策 

① 投資規制、許認可のリスク： 特に問題はない。 

理由： この DXN 類簡易分析法は、生物細胞を使う技術で、この細胞を提供する場合に

は提案法人は提供先の分析機関とライセンス契約を締結する。このライセンス契

約が公定法と抵触するリスクが考えられたが、MOST-VISTI でのヒアリングでは、

この点は全く問題ないとの回答を得たため。 

② 知財に関わるリスク： 提案技術の分析に必要な細胞の使用権に係る知的財産やライセ

ンスに対する認識が低く、細胞を無許可のまま増殖させ、不特定多数にばらまくな

どのリスクが高い。 

対策： このようなリスクが高まった場合には、増殖が不可能なタイプの「凍結細胞」

の資機材販売のみとしたビジネスプランに変更しリスクを回避する。資機材の搬

送を調査したところ、FedEx 国際定温輸送サービス（保冷楽々パック）があり、48

時間～96 時間の保冷持続時間を有することがわかった。日本で増殖不可能なタイ

プの「凍結細胞」を作成し、FedEx 国際定温輸送サービスを使用することで提案の

解決が可能とわかった。 

③ 簡易測定法の公定法化が進まないリスク： MONRE や MOST での行政対応が遅く、公

定法化まで予想以上に時間がかかる場合。 

対策： ア）初期投資を抑え、ビジネス開始段階では、欧州への食品輸出など輸出先で

の DXN 類規制がある企業を主なターゲットとする。 

イ）ベトナム国内での公定法化が進まない原因・理由を把握する。申請側である

MONRE または VAST、並びに認可側である MOST と連携・協議をしながら

進める。 

④ 環境社会配慮： 特に該当する影響はない。 

⑤ 法律が変更するリスク： 本ビジネスは、DXN 類に関するベトナム側の法令・通達によ

り大きな影響を受ける。ベトナムでは頻繁に法律が改訂されるため、対応に苦慮

するとの声が進出した民間企業からよく聞かれる。 

対策： 現地の法律事務所などと契約して、DXN 類や環境モニタリングに関わる法規制

の最新情報を入手するようにする。 

（２）ビジネス面の課題･リスクと対策 

ベトナム国内分析機関がケイラックス法を導入する場合は、以下のリスクが考えられる。 

① 国の機関、民間分析機関が費用の捻出を渋るリスク： 

・細胞培養ありの場合：分析前処理施設の整備で 10 百万円の整備費の負担が必要とな

る。 

・細胞培養なしの場合：分析前処理施設及び細胞培養施設の整備で 30 百万円の整備費

の負担が必要。整備費の中には、資機材装置のみで、ライセン

ス契約（百万円程度）は別途発生する。 
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対策： 収支を検討すると年間 1000 検体/受注単価 30,000 円と想定すれば、5 年で黒字

に転じる見込みであるから、その収支向上性を理解してもらう。他、EPA Method、

JIS 規格、ISO17025 など海外の規格の扱いなども調べ、提案製品の市場での使

用・購買に促進する形で進めたい。 

② ケイラックス法の認知度が低いリスク： 今回の調査で分かったことは、同法の認知の

程度が非常に低く、まだ技術的な信頼性を得ていないことである。特に、以下

の課題が理解されていない。 

ア）同法の分析原理 

イ）HRGC-MS との精度比較（スクリーニング法しかないのか） 

ウ）遺伝子組換え技術としての安全性 

エ）分析の効率性、経済性 

オ）公定法に認証された実績  

対策： ア）現地機関（分析、行政）と協力して実証試験を進め、ケイラックス法による

分析実績を積極的につくる。 

イ）現地セミナーを開催し、関連する機関の技術者･研究者と積極的に交流し、

情報交換のネットワークをつくる。 

ウ）本調査で活用した技術文書やビデオをもとにして、簡易な普及版を作成して

宣伝する。 

③ DXN 類が喫緊の課題になっていないリスク： 現地で喫緊の課題として以下のことがあ

げられた。 

ア）環境モニタリングでは、大気の PM2.5、海洋プラスチック、工場排水の有害

物 

イ）食品では、残留農薬、微生物、病原菌、化学物質（RETAQ センター） 

ウ）一方で、アメリカ戦争時の DXN 類のホットスポット除染事業が始まり、現

地マスコミでも話題になっている。 

対策： ア）DXN 類の重要性を理解してもらう。POPs（残留性有機汚染物質）の中での

DXN類の位置づけや健康リスク（他の POPsよりもTDI19 などが高いこと）

を具体的に説明する。 

イ）上記②の認知度リスクと併せ、現地で実証試験を進めて実績をつくる。 

 

（３）政治･経済面の課題･リスクと対策策 

特にない。 

 

（４）その他の課題、リスクと対策策 

特にない。 

 

７．ビジネス展開を通じて期待される開発効果 

（１）ベトナム国内で環境モニタリングの認可を受けた官民の分析機関は 220 機関ある。そのう

ち DXN 類を分析できるのは 4 機関しかないが、ケイラックス法が公定法となれば、人口 1

百万人以上の大きな省市の DONRE 環境センター42 機関や分析機器を有する民間機関の数

社を合わせて 50 機関ほどで DXN 類の分析が可能となる。また、ケイラックス法の導入機

                                                   
19 TDI： Tolerable Daily Intake、耐容一日摂取量。ヒトに対する“この量以下ならば、ヒトが生涯毎日摂取

（暴露）しても、病気などの有害な影響が出ない量”のこと。 
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関が増加すれば、分析単価が半分程度に下がり分析結果が早くなるので、規制対象者は負担

が軽減され DXN 類のモニタリングに取り組みやすくなる。 

（２）工場や焼却炉を有する産業分野で規制対象となっているのは約 1,500 ヶ所あるので、年間

発生する分析数は、35,000 検体程度になるはずが、現在は年間 1,700 程度しか検体が出てい

ない。上記（１）のように DXN 類の分析機関が増えれば、現在 4 機関で 1,700 検体の分析

が、50 機関で少なくとも 21,000 検体の分析が可能になり、産業分野での排出抑制が促進さ

れる。 

（３）その結果 DXN 類の環境モニタリング実施が促進されることで、地方でも DXN 類を分析

する体制の改善ができ、DXN 類の発生源インベントリーも進み、ベトナム国として POPs 条

約の遵守が実現される。 

（４）ベトナムでは水産･畜産の食品加工物の輸出が増え、輸出先で DXN 類の規制を受ける企

業からの分析依頼が増加していることから、ケイラックス法がベトナム国で公定法に認定

されていなくても、これらの企業がベトナム国内でケイラックス法によって輸出許可され

ていけば、それがベトナム国内での公定法化の推進力になる。 

 

８．日本国内の地元経済・地域活性化への貢献 

（１）関連企業、産業への貢献 

① 自治体との連携・貢献実績 

・ 近江八幡市との防災協定（資機材、特殊車両出動等） 

・ 災害時の資材、特殊車両出動等協力（阪神淡路大震災、東日本大震災他）近江八幡市と

の防災協定（資機材、特殊車両出動等） 

・ 琵琶湖沖島活性化事業の 実施 

・ 近江八幡地区安全運転管理者協会  交通安全街頭啓発の 実施 

・ 近江八幡市子ども会育成者連合会  近江八幡市環境少年団の 実施協力 

・ 2015 年 滋賀県「滋賀県女性活躍推進企業認証」に認定 

（２）その他関連機関への貢献 

① 日本政府、省庁の取組み 

・ 2014 年：厚生労働省 次世代認定マーク「くるみん」認定 

・ 2015 年：厚生労働省 職業訓練事業所「日吉塾」認定・開所 

・ 2015 年：経済産業省 HIDA ふるさと名物応援（海外人材活用地域資源魅力発掘）事業

実施 

・ 2017 年：経済産業省 「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」に選定 

・ 2017 年：経済産業省 地域の中核企業として「地域未来牽引企業」に選定 

② 大学／研究機関等、地元の経済との連携・貢献実績 

・ 国内大学 16 校（京都大学、大阪府立大学、長浜バイオ大学、松山大学等）との共同研

究 

・ 国内小中高大学生（八幡小学校、八幡中学校、八幡商業高校、滋賀大学、滋賀県立大学、

立命館大学等）のインターンシップ受入 

・ 滋賀県中小企業家同友会、滋賀県経済産業協会、滋賀県中小企業団体中央会等へ加盟 

・ 近江八幡地区安全運転管理者協会 交通安全街頭啓発 実施 
 
参考文献 
 
Nguyen Thi Nguyet Anh (2018) ベトナムにおける化学物質管理および環境保護に関する規制の概要、

2018 年 12 月 19 日東京 http://chemical-net.env.go.jp/pdf/20181219_Seminar1_jpn.pdf 



 

53 
 

Office of National Steering Committee 33, MONRE (2014) Dioxin Contamination in Vietnam - Emission 
from Industries and Levels in the Environment (Ed.: Le Ke Son) 
 
Report 10 Years of Implementing Stockholm Convention on Persisitent Organic Pollutants in Vietnam 2005-
2015 (Ed.: Nguyen Anh Tuan), GEF, Vietnam Environment Administration and United Nations Development 
Programme in Vietnam. 
 
JETRO ハノイ事務所 (2018) ベトナム品質基準ハンドブック 74pp 
 
 
  



 

54 
 

要約（英文） 
I. Survey Summary 

1. project name 
Vietnam: SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for 
Promotion of Environmental Monitoring of Dioxins by Screening Assay 

Countries and regions 
covered 

Hanoi, Ho Chi Minh City and several provinces near Hanoi, Vietnam 

3. summary of the 
survey 

SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for Promotion 
of Environmental Monitoring of Dioxins by Screening Assay.  The proposer is 
planning a business to promote the CALUX method, a simplified analytical 
method for dioxin, to public and private analytical institutions.  
Investigate the marketability and avenues for official certification and an effective 
sales structure to formulate a business model as well as to study the feasibility of 
the model to contribute to the improvement of dioxin analysis capacity and 
monitoring system in Vietnam in collaboration with ODA. 

4. Outline of proposed 
products/technologies 

The proposed CALUX method is one of the simplified analysis methods for dioxins 
using biological materials and its method and operation is simpler compared to the 
traditional expensive and sophisticated instrumental analysis method.  Compared 
with the traditional method, it takes only about 1/4 of the time and 1/3 of the cost. 
It can be used for a wide variety of samples (environment, food, feed, etc.) and has 
been approved as an official method in the U.S. and Japan as a quantitative method, 
and in the EU and Taiwan as a screening method. 

5. envisioned business 
development plan 

- Customers are public and private analytical institutions. Starting with spot sales of 
analytical kits and equipment through local distributors, the company will then 
develop long-term licensing contracts. Expand awareness of the simplified method 
among regulated parties (e.g., factories) in order to raise the level of demand. 
-In parallel with the above, a demonstration test will be conducted in cooperation 
with a national analytical laboratory, and apply for official method to a government 
agency. 

6. contribution to target 
countries/regions 
through business 
development 

-The targeting SDGs are (11) cities, (3) health, and (6) water and sanitation. 
-The movement toward official method for simplified measurement methods will 
be promoted. If it becomes an official method, the number of laboratories analyzing 
dioxin will increase, and the unit cost of analysis will become less expensive, thus 
reducing the cost burden on the regulated parties. As a result, the number of dioxins 
monitored is expected to increase. This will enable MONRE to improve its highly 
effective environmental monitoring system and promote the enhancement of the 
inventory and monitoring system under the Stockholm Convention. 

7. outline of the project  

① Objective. 

The business model will be developed through the study of the possibility of 
solving development issues in Vietnam by introducing the proposed enterprise’s 
simplified analytical method for dioxin, CALUX, as well as the possibility of 
using the method for business ideas and ODA projects. 

② Investigation 
details 

1. legal regulations, actual operation, budget and capacity of analytical 
laboratories for monitoring dioxin, 2. local introduction of the CALUX method 
and its official legalization procedure, 3. investment environment, 4. needs of 
analytical laboratories regarding marketability, actual state of regulated dioxin 
emissions, identification of local distributors of the CALUX method, 5. Actual 
state of competitors; 6. ODA business plan development. 

② Project 
Implementation 
Structure 

Proposing enterprise: Hiyoshi corporation 
External personnel: Kanso technos, JNK Co., Ltd, National Institute for 
Environmental Studies, etc. 

(4) Period of 
performance 

November 2020 - September 2022 (23 months)*Contract modification is being 
handled. 

(5) Contract amount 15,333 thousand yen (including tax) 
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案件概要図（英文） 
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